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三監第１０１号  

令和４年９月３０日  

 

 三田市長 森   哲  男  様 

 

 

                  三田市監査委員  島  康 雄 

 

 

                     同     竹 本  昌 弘 

 

定期監査報告書の提出について 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により定期監査を実施しましたの

で、同条第９項の規定に基づきその結果に関する報告書を提出します。 
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令和４年度 定期監査報告書 （その１） 

 

第１ 監査の種別 

  定期監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項） 

 

第２ 監査の対象 

⑴  監査の対象 

   主として、前々年度（令和２年度）に実施した定期監査その２及び同その３

における勧告事項（以下「前々年度勧告事項」という。）の改善措置状況に係る

事務事業の所管部署を対象としました。 

     

部 室 課等 

共生社会部 福祉共生室 人権共生推進課 

地域福祉課 

暮らしの安心課 

障害福祉課 

健康共生室 介護保険課 

いきいき高齢者支援課 

国保医療課 

健康増進課 

まちの再生部 都市政策室 都市政策課 

交通まちづくり課 

審査指導課 

地域整備室 道路河川課 

用地対策課 

公園みどり課 

都市整備課 

 

⑵ 監査の対象の選定の理由 

定期監査の実効性の観点から、前々年度勧告事項の改善措置状況を確認する

こととして、前々年度勧告事項に係る事務事業を所管する部署を監査の対象と

しました。 
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⑶ 前々年度勧告事項 

前々年度勧告事項は、別紙「令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改

善状況等（対象：令和２年度定期監査その２）」及び「令和４年度定期監査（そ

の１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）」のとおり

となっています（[ ] 内の部署名は、令和２年度定期監査その２及び令和２

年度定期監査その３の実施時点における部署名）。 

 

第３ 監査の目的と範囲 

   重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査して、その有

効性を評価するとともに、前々年度勧告事項に係る事務が関係法令等に準拠し

て、適正で効率的かつ効果的に行われているかについて、証ひょう書類等を突

合する等監査手続を通じて検証することを目的としました。 

また、法令等に定める諸帳簿の整備が適正に行われているかについて、証ひ

ょう書類等を突合する等監査手続きを通じて検証することを目的としました。 

 

第４ 重要リスク及び監査の着眼点 

   監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を下記のとおり設定しま

した。 

重要リスク 監査の着眼点 

⑴  勧告事項が改善されな

いリスク 

ア 勧告事項があることを把握されている

か。 

イ 勧告事項の内容、主旨が理解されてい

るか。 

ウ 勧告事項の改善に向けた検討、取組み

がなされているか。 

エ 改善された内容が継続されているか。 

⑵  諸帳簿が適正に整備さ

れないリスク 

ア 諸帳簿における必要事項が漏れなく記

載等されているか。 

イ 諸帳簿における数値（件数、個数、金

額）等と実際の数値が一致しているか。 

ウ 諸帳簿が適正に整備されているか定期

的に点検されているか。 
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第５ 実施した手続の内容 

   監査の実施に当たっては、関係資料の提出を求め、点検・照合するとともに、

これまでの監査、検査、審査の結果を踏まえ、必要に応じて関係職員からの説

明の聴取を実施しました。 

   これらの実施に当たっては、三田市監査基準に基づき行うものとし、監査の

着眼点毎に、内部統制の整備状況及び運用状況の確認の観点から監査手続を試

査により実施するとともに、リスクの程度に応じ、試査により実証的監査手続

を実施しました。 

 

第６ 監査の期間 

   令和４年４月１日から令和４年９月２８日まで 

 

第７ 監査の結果 

   前々年度勧告事項については、概ね、改善等に向けた取組みが行われている

と認められましたが、次に掲げるとおり、一部については、改善に至っていな

いもの、更なる改善等を要するものがありました。 

   また、法令等に定める諸帳簿の管理状況等については、概ね適正に管理され

ていると認められましたが、次に掲げるとおり、一部については、改善等を要

するものがありました。 

   なお、これらの事項は、監査開始時点のものです。 

 

⑴  指摘事項 

   別紙「令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和

２年度定期監査その２）」、「令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状

況等（対象：令和２年度定期監査その３）」及び「令和４年度定期監査（その１）

実施による指摘事項状況表」に掲げる指摘事項については、速やかに、改善等

に向けた取組みを行ってください。 

 

⑵  意見事項（全般的事項） 

   次に掲げる事項については、監査対象部署はもとより、これらの事項に関係

する他の部署においても、事務事業の執行等にあたり十分に留意されるよう意

見を提出します。 

 ア 歳入に係る全般事項について 
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歳入に係る事務処理について、不完全な部分がありました。 

ついては、調定、納入の通知、納期限の設定、減免、督促、督促手数料・

延滞金等の徴収及び滞納処分等歳入に係る事務処理全般に関し、全庁的に各

種法令に照らして点検を行い、適正に執行してください。 

また、「滞納対策の強化」、「受益者負担の適正化」、「公有財産管理の適正

化」及び「新たな財源の確保」に向けて、積極的に取り組んでください。 

さらに、収納金等の現金の取扱いについては、事故防止等の観点から現金

取扱基準において各収納金の収納方法に応じた現金取扱業務手順書及び現

金取扱チェックシートを整備・運用することとされていますが、収納金に係

る所属長等の確認の適否が判明しないなど、不完全な事務処理が見受けられ

ました。 

ついては、現金の取扱いが適切に行われるよう、全庁的に指導を行ってく

ださい。 

 

 イ 歳出に係る全般事項について 

歳出に係る事務処理について、不完全な部分がありました。 

ついては、実施伺、支出負担行為及び支出命令等歳出に係る事務処理全般

に関し、全庁的に各種法令に照らして点検を行い、適正に執行してください。 

また、「経済性（ムダな経費をかけていないか）」、「効率性（より成果のあ

がる方法はないか）」及び「有効性（目的にかなっているか）」の向上に、積

極的に取り組んでください。 

 

ウ 財産管理に係る全般事項について 

  財産管理に係る事務処理について、不完全な部分がありました。 

ついては、備品台帳、備品整理票、記録媒体管理簿、運転日誌、自動車使 

用実績簿等財産に係る事務処理全般に関し、全庁的に各種法令に照らして点

検を行い、適正な管理を行ってください。 

 

エ 事務管理に係る全般事項について 

事務管理に係る事務処理について、不完全な部分がありました。 

ついては、事務経理簿、文書分類表等事務管理に係る事務処理全般に関し、

全庁的に各種法令に照らして点検を行い、適正な管理を行ってください。 

また、公文書であるにもかかわらず、鉛筆書きされているもの、修正テー
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プ等を使用しているもの、一重線による訂正や訂正箇所に訂正印の押印がな

いものがありました。決裁文書においても所要事項の一部記載漏れ等がある

ものがありました。事務経理簿においても欠番処理がされていないもの、日

付に齟齬があるもの、黒字と朱字が重ねて記載され判別できないものがあり

ました。旅行命令簿においても出発・帰着時間等の記載のないもの、適宜旅

費が支給されていないものがありました。消耗品購入伺い兼取得簿において

も所要事項の一部記載漏れがあるもの、適時に起案されていないものがあり

ました。資金前渡整理簿においても所要事項の一部に記載漏れなど、不完全

な事務手続きがありました。 

三田市文書取扱規程第４条第２項において「文書担当課長は、所管課長に

対し当該所管課の文書事務について処理状況を調査し、文書事務が適正かつ

円滑に処理されるよう指導しなければならない。」と規定されていることから、

各部署における文書の取扱いが適正になされるように指導を行ってください。 

    

オ 内部統制の構築について 

これまでの定期監査等でも指摘しているところですが、今回の監査におい

ても、一部不完全な事務処理が見受けられました。 

また、近年においても、不適切な事務処理やこれらに起因するミスが散見

されるなど、市民の信頼を損なう事案が少なからず発生しています。これら

は、財務執行や組織・業務運営における各階層と各組織の内部統制の欠如に

よるものであり、事務の適法性・正確性だけでなく、経済性・効率性・有効

性を確保し、さらに、市民からの厚い信頼を得るためにも、今まで以上にリ

スク管理や内部牽制機能（自主監査）を強化するなど、内部統制の構築に努

めてください。 

 

⑶ 意見事項（個別的事項） 

  次に掲げる事項については、事務事業の執行等において十分に留意されるよ

う意見を提出します。 

ア 人事担当課（人事課） 

(ｱ) 被服貸与台帳の取扱いについて 

職員被服貸与台帳は、三田市職員被服貸与規則第１３条において、各所属

に備え付けることとし、貸与の状況を常に整理しなければならないとされて

いますが、退職者の被服貸与台帳の取扱いなど、その詳細が示されていない
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ため、各所属において取扱いが異なっているものがあります。 

ついては、市全体として取扱いの整理を図り、統一的な事務となるよう取

り組んでください。 

 

イ 個人情報担当課（総務課） 

(ｱ) 個人情報取扱事務の届出について 

個人情報取扱事務を開始しようとする場合については、三田市個人情報保

護条例第６条に掲げられた事項を、予め市長へ届け出なければならないとさ

れ、また、変更が生じた場合においても同様とされているところ、届出事項

に一部記載誤りがあるもの、記載漏れなど不完全な届出がなされているもの

がありました。 

ついては、市全体として適切に届出が行われるよう指導を行うとともに、

不完全な届出については、整理を行ってください。 

 

ウ 文書担当課（総務課） 

(ｱ) 補助金等に係る収受文書等の取扱いについて 

補助金等交付申請書等に係る収受文書及び発出文書については、市全体 

としての文書事務の整理がなされていないことから、各課の事務経理処理が

異なっています。ついては、市全体として文書事務の整理を図り、統一的な

事務となるよう取り組んでください。 

(ｲ) 文書分類表及び廃棄文書目録について 

三田市文書取扱規程第１０条において、所管課の備付け帳簿として文書分

類表と廃棄文書目録を置くこととし、同規程第４１条及び第４５条において

毎年所管課は文書分類表と廃棄文書目録を作成するとともに、文書担当課長

へその写しを提出することとされているところ、文書分類表と実際の簿冊名

に齟齬があるもの、文書分類表の始年度と終年度に記載誤りや記載漏れがあ

るものなど不完全な帳簿が見受けられました。 

ついては、市全体として適正に作成されるよう指導を行うとともに、不完

全な帳簿については、整理を行ってください。 

 

エ 会計担当課（会計課） 

(ｱ) 備品の管理について 

三田市会計事務規則第１１２条により、備品については備品台帳を用いて
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管理することとされているとともに、備品及び消耗品取扱基準（令和４年４

月 会計課）によって自課等の管理する備品の管理換えに対する事務手続き

が示されているところですが、備品台帳の記載に不備があるもの、備品整理

票が旧課名のままとなっているもの、備品管理換え時に受け入れ先の所属長

等の確認が行われていないものなど、一部の事務手続きにおいて不備が見受

けられました。 

ついては、市全体として備品が適切に管理されるよう指導を行うとともに、

統一的な事務となるよう取り組んでください。 

 

オ 記録媒体担当課（デジタル戦略課） 

(ｱ) 記録媒体に係る管理について 

記録媒体については、電磁的記録媒体管理に関する留意事項（平成１８年

１２月 情報推進課）及び記録媒体等に関する通知文書において管理されて

いるところ、記録媒体管理簿の一部に記載漏れや記載誤りがあるもの、記録

媒体受渡し簿に記載された記録媒体名が記録媒体管理簿に記載の名称と異な

るもの、記録媒体に貼付することとされているラベルに所要事項の一部が記

載されてないものが見受けられました。 

ついては、記録媒体の管理が市全体として適正に行われるよう指導を行っ

てください。 

 



令和4年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和2年度定期監査その２）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項

歳入関
係

ア
調定の更正
について

　三田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規
則第１３条第２項に基づく市営住宅入居者異動届の
提出を受けたことから、遡及に関する規定等がない
にもかかわらず、当該家賃が異動が生じた日まで遡
及する減額更正が行われており、さらに、減額更正
により生じた返金に係る処理において一部手続きに
不備がありました。

　調定の更正については、
入居者に対する異動状況を
適切に把握するとともに、
法令等に基づき適正に行っ
てください。

暮らしの安心課
[都市計画課]

改善済

歳入関
係

イ
占用の許可
について

　都市公園法第６条第２項及び三田市都市公園条例
施行規則第２条において規定されている許可申請書
について、申請書の提出は行われているものの、同
一申請に対し２回許可がされているものがありまし
た。

　占用の許可については、
法令等に基づき適切に行う
ようにしてください。

公園みどり課 改善済

歳入関
係

ウ
納期限の設
定について

　三田市会計事務規則第１４条において「第１２条
の規定による納入の通知をする場合の納期限につい
ては、法令その他の定めがある場合を除くほか、調
定の日から２０日以内に納期限を定めなければなら
ない。」と規定されているところ、法令その他の定
めがないにも関わらず２０日を過ぎた納期限を定め
られたものがありました。

　納期限については、債務
の履行期限であることか
ら、適正に定めてくださ
い。

都市政策課
[都市計画課]

改善済

歳入関
係

エ
納入の通知
について

　市営三田駅前地下駐輪場使用協定書において「使
用料は、甲が毎月分の使用料に基づく納付書を発行
し翌月１０日までに送付する。」とされているとこ
ろ、納付書の発行等が翌月１０日までになされてい
るのか確認できないものがありました。

　納入の通知については、
法令等に基づき適切に行っ
てください。

道路河川課 改善済

歳出関
係

ア

契約書等で
規定された
書類の徴取
について

　契約書等において、徴取することと規定されてい
る書類が徴取されていないものがありました。

　契約書等に規定されてい
る書類については、適切に
徴取してください。

暮らしの安心課
[都市計画課]

改善済に
至らず

　契約書等の見直し中である
ことから、改善なされている
のか確認できないものがあり
ました。

　今後の業務実施に
当たっては、法令等
に基づき適切に業務
を行ってください。

区分
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令和4年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和2年度定期監査その２）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

歳出関
係

イ
検査調書に
ついて

　三田市契約事務規則第７４条に基づき作成された
検査調書について、契約書等に記載された事項と齟
齬があるものが作成されていました。

　検査調書については、適
切に記載し作成してくださ
い。

都市政策課
[都市再生課]

改善済

歳出関
係

ウ
契約書等の
表記につい
て

　業務委託に係る契約書等において、所要事項の一
部に記載されていないものがありました。

 契約書等については、適切
に記載し作成してくださ
い。

都市政策課
[都市再生課]

改善済

歳出関
係

エ
業務委託に
係る仕様書
等について

　業務委託に係る仕様書等において、具体的な業務
内容や業務頻度が明確に規定されていないものがあ
りました。

　仕様書は、契約締結の前
に委託しようとする業務の
内容を具体的に示すもので
あるとともに、業務の履行
確認にあたっての基準にな
るものであることから、適
正なもの作成してくださ
い。

公園みどり課 改善済

歳出関
係

オ

補助事業の
実績報告の
審査につい
て

　補助金等交付に関する手引（令和２年３月　財政
課）において、原則として実績報告に係る「決算書
又は精算書」には、補助対象経費の支出状況が確認
できる書類（領収書の写し、決算書の支出科目明細
など）を添付させて実績報告の内容を審査しなけれ
ばならないものとされているところ、領収書等を用
いての確認がなされていないものがありました。

　補助事業の実績報告の審
査については、法令等に基
づき適正に審査してくださ
い。

都市政策課
[都市再生課]

改善済

歳出関
係

カ

補助事業に
おける要件
確認につい
て

　三田市古民家等利活用促進事業補助金交付要綱第
５条第２項において「補助率及び補助限度額は、別
表第２のとおりとする。」とされているところ、別
表に規定される補助上限額の要件に該当しているか
確認できないものがありました。

　補助事業の要件確認につ
いては、適切に行うととも
に、要件審査に用いた書面
等は適切に管理してくださ
い。

都市政策課
[都市再生課]

改善済
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令和4年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和2年度定期監査その２）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

歳出関
係

キ
補助事業の
事前着手に
ついて

　補助金等交付に関する手引（令和２年３月　財政
課）において、交付申請・交付決定は、事業着手前
に行うのが原則であり、交付決定前の事業着手は例
外的に認めるものであることから、補助金等交付要
綱において、補助金等交付決定前着手の規定がある
場合に限られるとされているところ、補助金交付要
綱等に特段の定めがないにもかかわらず、交付決定
前に事業着手がされているものがありました。

　補助事業の事前着手につ
いては、例外的に認められ
るものであることから、補
助金等交付要綱を見直す等
法令等に基づき適正に行っ
てください。

交通まちづくり課 改善済

歳出関
係

ク
補助事業の
対象者につ
いて

　三田市高齢者運賃助成事業実施要綱第２条におい
て「運賃の助成を受けることができる者は、各年の
３月３１日に７０歳に達する者で各年の４月１日現
在において市内に住所を有する者とする。」と規定
されているところ、この規定によらない運用が行わ
れていました。

補助事業の対象者について
は、要綱と実態に齟齬が生
じないよう、速やかに対処
してください。

交通まちづくり課 改善済

歳出関
係

ケ
資金前渡に
ついて

　資金前渡は、債務履行期間が到来していない場合
において、地方公共団体の職員等に予め資金を交付
し、当該職員等の領収書等をもって支出が完結した
ものとされているにも関わらず、これによらない運
用がなされているものがありました。

　資金前渡については、法
令等に基づき適正に執行し
てください。

交通まちづくり課 改善済

歳出関
係

コ

消耗品の購
入・支払い
に係る手続
きについて

　備品消耗品取扱基準第４条第２項において「同一
事由により５万円未満の備品を購入するに当たって
は、備品購入伺いにより決裁権者が、５万円未満の
消耗品を購入するに当たっては、消耗品購入伺いに
より所属長が認めた係長等が、それぞれの是非を決
定するものとする。」、同第５条第２項において
「決裁権者は、備品の支払いに当たっては備品購入
伺いの内容を、消耗品の支払いに当たっては消耗品
購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定する
ものとする。」と規定されているところ、適時に起
案されていないものがありました。

　消耗品の購入・支払いに
係る手続きについては、法
令等に基づき適正に行って
ください。

都市政策課
[都市計画課]

改善済
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令和4年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和2年度定期監査その２）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

歳出関
係

コ

消耗品の購
入・支払い
に係る手続
きについて

　備品消耗品取扱基準第４条第２項において「同一
事由により５万円未満の備品を購入するに当たって
は、備品購入伺いにより決裁権者が、５万円未満の
消耗品を購入するに当たっては、消耗品購入伺いに
より所属長が認めた係長等が、それぞれの是非を決
定するものとする。」、同第５条第２項において
「決裁権者は、備品の支払いに当たっては備品購入
伺いの内容を、消耗品の支払いに当たっては消耗品
購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定する
ものとする。」と規定されているところ、係長等に
よる消耗品購入伺いの決定や決裁権者による消耗品
購入伺い兼取得簿の内容確認がされていないにもか
かわらず、購入支払いがされているもの、５万円を
超えて購入支払いがされているものがありました。

　消耗品の購入・支払いに
係る手続きについては、法
令等に基づき適正に行って
ください。

道路河川課 改善済

財産管
理関係

ア
行政財産の
使用許可に
ついて

　三田市公有財産規則第５条において「次に掲げる
場合においては、課等の長は、管財担当課長に合議
しなければならない。」、同条第４号において「行
政財産の使用を許可しようとするとき及び許可期間
を更新しようとするとき。」と規定されているとこ
ろ、管財担当課長への合議が行われていないにも関
わらず、使用許可がされているものがありました。

　行政財産の使用許可につ
いては、法令等に基づき適
正に行ってください。

都市整備課 改善済

財産管
理関係

　庁用自動車取扱規程第５条第４項において「車両
の安全な運行を図るため、毎月１５日を一斉点検日
と定め、原則として始業時に車両点検を行う。」と
規定されているところ、車両点検がなされていない
車両がありました。

　公用車の管理について
は、法令等に基づき適切に
管理をしてください。

道路河川課 改善済

財産管
理関係

　庁用自動車取扱規程第５条第４項において「車両
の安全な運行を図るため、毎月１５日を一斉点検日
と定め、原則として始業時に車両点検を行う。」と
規定されているところ、車両点検がなされていない
車両がありました。

　公用車の管理について
は、法令等に基づき適切に
管理をしてください。

公園みどり課 改善済

イ
公用車の管
理について

11



令和4年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和2年度定期監査その２）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

財産管
理関係

イ
公用車の管
理について

　庁用自動車取扱規程第５条第４項において「車両
の安全な運行を図るため、毎月１５日を一斉点検日
と定め、原則として始業時に車両点検を行う。」と
規定されているところ、点検結果を記録する車両点
検票の記載事項の一部が漏れているものがありまし
た。

　公用車の管理について
は、法令等に基づき適切に
管理を行うとともに、記載
漏れの無いようにしてくだ
さい。

公園みどり課 改善済

財産管
理関係

ウ

市が委託及
び貸与して
いる公用車
両について

　市が委託及び貸与している公用車両については、
「委託及び貸与公用車両について（平成２９年２月
１５日　管財営繕課長通知）により、自動車使用実
績簿の作成や、車両点検の実施を毎月行うこととさ
れているところ、これらがなされていない車両があ
りました。

　市が委託及び貸与してい
る公用車両については、所
定の点検等を行い、その記
録を残すとともに、法令等
に基づき適切に管理してく
ださい。

公園みどり課 改善済

指定管
理者制
度

ア
協定に基づ
く報告につ
いて

　三田市駐輪・駐車場施設指定管理者基本協定書第
２３条において「乙は、三田市公の施設に係る指定
管理者の指定の手続き等に関する条例第８条の規定
に基づき、毎年度終了後３０日以内に次に掲げる次
項を記載した事業報告書を甲に提出しなければなら
ない。」と規定されているところ、３０日を超えて
事業報告書の提出がされていました。

　指定管理者の業務につい
ては、協定書等に基づき適
正に行うよう指導してくだ
さい。

道路河川課 改善済

暮らしの安心課
[都市計画課]

改善済に
至らず

　文書の収受実績がないこと
から、改善に至ったのか確認
できないものがありました。

　今後の事務処理に
当たっては、法令等
に基づき適正に処理
してください。

都市政策課
[都市再生課]

改善済

公園みどり課
改善済に
至らず

　事務経理簿において、一部
登載されていないものがあり
ました。

　文書については、
法令等に基づき適正
に処理してくださ
い。

都市整備課 改善済

事務管
理等全
般

ア
事務経理簿
について

　三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所
管課は、文書の配付を受けたときは直ちに受付決裁
印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記
載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなけ
ればならない。この場合において、所管課長は、当
該文書について指示を要するものにあっては、その
指示事項を記入するものとする。」と規定されてい
るところ、事務経理簿に記載されていないものがあ
りました。

　文書については、法令等
に基づき適正に処理してく
ださい。
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令和4年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和2年度定期監査その２）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

都市政策課
[都市計画課]

改善済

交通まちづくり課 改善済

事務管
理等全
般

イ
文書分類表
について

　三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長
は、当該所管課の文書について５月３１日現在にお
けるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度そ
の他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎
年６月１０日までに文書担当課長（情報公開担当課
長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含
む。以下この条において同じ。）にその写しを提出
しなければならない。」とされているところ、文書
が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載さ
れていないものがありました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓するとともに、
定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してくだ
さい。

用地対策課
[用地課]

改善済

事務管
理等全
般

ウ
廃棄簿冊目
録について

　三田市文書取扱規程第４５条第１項において「所
管課長は、保存期間が満了した文書は毎年４月３０
日までに廃棄文書目録を作成し、文書担当課長に提
出するとともに、毎年５月３１日までに当該文書を
廃棄しなければならない。」と規定されているとこ
ろ、文書が廃棄されていないにもかかわらず、廃棄
文書目録に登載されているものがありました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓し、定期的に文
書分類表と照合等するとと
もに、保存期間が満了した
文書は廃棄文書目録と照合
後に廃棄する等適正に管理
してください。

道路河川課 改善済

事務管
理等全
般

イ
文書分類表
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文
書の種別及び保存期間は、別表第２の保存期間別文
書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１
条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、
保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文
書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当
課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総
務課長をいう。）を含む。以下この条において同
じ。）にその写しを提出しなければならない。」と
されているところ、文書分類表にこれによらない保
存期間が設定されているものがありました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓するとともに、
定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してくだ
さい。
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令和4年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和2年度定期監査その２）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

事務管
理等全
般

ウ
廃棄簿冊目
録について

　三田市文書取扱規程第４５条第１項において「所
管課長は、保存期間が満了した文書は毎年４月３０
日までに廃棄文書目録を作成し、文書担当課長に提
出するとともに、毎年５月３１日までに当該文書を
廃棄しなければならない。」と規定されているとこ
ろ、文書が廃棄されているにもかかわらず廃棄文書
目録に登載されていないものがありました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓し、定期的に文
書分類表等と照合等すると
ともに、保存期間が満了し
た文書は廃棄文書目録と照
合後に廃棄する等適正に管
理してください。

用地対策課
[用地課]

改善済

事務管
理等全
般

エ
電磁的記録
媒体の管理
について

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、
電磁的記録媒体については記録媒体管理簿に登載し
て管理するとされているところ、管理する電磁的記
録媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登
載されていないもの、記録媒体管理簿に登載されて
いるものの記載に不備があるものがありました。

　電磁的記録媒体について
は、法令等に基づき適正に
管理してください。

交通まちづくり課 改善済

事務管
理等全
般

オ
記録媒体の
持ち出しに
ついて

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、
記録媒体を持ち出す場合は必ず記録媒体受渡し管理
簿に受渡し期日、記録媒体ラベル名、媒体種別等必
要事項を記載し、受け渡し状況を明らかにするとと
もに、所属長の認印を得ることとされているとこ
ろ、所属長の認印がないものがありました。

　電磁的記録媒体について
は、法令等に基づき適正に
管理してください。

公園みどり課 改善済

事務管
理等全
般

カ
事務処理に
係る専決に
ついて

　三田市事務処理規則第１３条において「副市長、
理事等、部長等、次長等及び課長等限りで専決でき
る事項は、おおむね別表第２のとおりとする。」、
同規則別表第２において「収入　１賦課額及び歳入
金の納付、納入額（調定を含む。）の決定並びに更
正　課長等」と規定されているところ、これによら
ない者による専決がなされているものがありまし
た。

　事務処理に係る専決につ
いては、法令等に基づき適
切に行ってください。

道路河川課 改善済
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令和4年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和2年度定期監査その２）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

事務管
理等全
般

キ
旅行命令に
ついて

　三田市職員服務規程第６条第１項において「職員
は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰庁したと
きは、速やかに復命書を所属長に提出しなければな
らない。」と規定されているところ、出張命令がさ
れていないにもかかわらず復命されているもの、出
張命令されているにもかかわらず復命されていない
ものがありました。

　旅行命令に係る手続きに
ついては、法令等に基づき
適切に行ってください。

道路河川課 改善済

事務管
理等全
般

ク
旅費の支給
について

　職員等の旅費に関する条例第３条において「職員
が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対
し、旅費を支給する。」と規定されているところ、
出張したにもかかわらず支給されていない旅費があ
りました。

　旅費の支給については、
法令等に基づき遺漏のない
ようにしてください。

公園みどり課 改善済

事務管
理等全
般

ケ
特殊勤務手
当について

　三田市職員の特殊勤務手当条例第２条において
「特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、別
表に定めるところによる。」と規定されているとこ
ろ、特殊勤務手当の支給範囲に該当しないにもかか
わらず、支給されているものがありました。

　特殊勤務手当について
は、法令に基づき適切に支
給するとともに、支給され
た特殊勤務手当について
は、しかるべき措置を講じ
てください。

公園みどり課 改善済
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項

歳入関
係

ア
調定の時期
について

　地方自治法第２３１条において「普通地方公共団
体の歳入を収入するときは、政令の定めるところに
より、これを調定し、納入義務者に対して納入の通
知をしなければならない。」、地方自治法施行令第
１５４条第１項において「地方自治法第２３１条の
規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属
年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を
誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反す
る事実がないかどうかを調査してこれをしなければ
ならない。」、三田市会計事務規則第１０条第１項
において「歳入を収入するときは、政令第１５４条
第１項の規定による調査をし、調定決議書により調
定をしなければならない。」と規定されているとこ
ろ、適時調定がなされていないものがありました。

　調定については、法令等
に基づき適時かつ適正に
行ってください。

いきいき高齢者支援課 改善済

歳入関
係

イ
不納欠損に
ついて

　地方自治法第２３６条第１項において「金銭の給
付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に
関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを
行使することができる時から５年間行使しないとき
は、時効によつて消滅する。」、三田市会計事務規
則第２７条において「調定をした歳入に係る債権が
次の各号のいずれかに該当することとなったとき
は、不納欠損決議書により不納欠損を決定するもの
とする。」と規定されているところ、時効が成立し
た時点から相当の期間を経たのちに、不納欠損の決
定がされているものがありました。

　不納欠損については、法
令等に基づき適時かつ適正
に行ってください。

暮らしの安心課
[生活支援課]

改善済

歳入関
係

ウ
減免に係る
手続きにつ
いて

　三田市事務処理規則第１３条において「副市長、
危機管理監等、部長等、次長等及び課長等限りで専
決できる事項は、概ね別表第２のとおりとす
る。」、同規則別表第２において「収入　６減免の
決定　一般的なもの　課長等」と規定されていると
ころ、課長等による専決が行われていないにもかか
わらず、減免されているものがありました。

　減免に係る手続きについ
ては、法令等に基づき適正
に行ってください。

介護保険課 改善済

区分
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

歳入関
係

エ
納期限の設
定について

　三田市会計事務規則第１４条において「納入の通
知をする場合の納期限については、法令その他の定
めがある場合を除くほか、調定の日から２０日以内
に納期限を定めなければならない。」と規定されて
いるところ、法令その他の定めがないにも関わらず
２０日を過ぎた納期限を定められたものがありまし
た。

　納期限については、債務
の履行期限であることか
ら、適切に定めてくださ
い。

障害福祉課 改善済

歳入関
係

オ
督促状によ
る督促につ
いて

　三田市会計事務規則第２５条において「納付すべ
き歳入を納期限までに完納しない者があるときは、
法第２３１条の３第１項、政令第１７１条又は三田
市債権管理条例第６条の規定により、納期限後２０
日以内に、１０日以内の納期限を指定して、その者
に対し、督促状により督促しなければならない。」
と規定されているところ、納期限後２０日以内に督
促状による督促がされていないものがありました。

　督促については、法令等
に基づき適正に行ってくだ
さい。

いきいき高齢者支援課 改善済

歳入関
係

カ
納付書の発
行について

　納付書の紛失等が生じた場合においては、三田市
会計事務規則第１３条に基づき、納付書を発行する
ことができることとされていますが、これによらな
い手続きで納付書が発行されていました。

　納付書の発行について
は、法令等に基づき適正に
行ってください。

健康増進課
改善済に
至らず

　納付書の紛失等が生じた際
に、規則等によらない手続き
で納付書の発行がされている
ものがありました。

　納付書の発行につ
いては、法令等に基
づき適正に行ってく
ださい。

歳入関
係

キ
領収書の保
管について

　利用者から徴収する自己負担金において、徴収し
た金額に対する領収書は発行されているものの、控
えがないことから徴収した金額の整合が確認できな
いものがありました。

　領収書については、徴収
した金額を証明する根拠資
料となることから、適切に
保管してください。

健康増進課 改善済

歳入関
係

ク
公金（現
金）の取扱
いについて

　収納金等の現金の取扱いについては、事故防止等
の観点から現金取扱基準において、各収納金の収納
方法に応じた現金取扱業務手順書及び現金取扱
チェックシートを整備・運用することとされている
ところ、これらが整備されていないものがありまし
た。

　現金の取扱いについて
は、各段階におけるチェッ
クが十分にできる現金取扱
業務手順書及び現金取扱
チェックシートを整備する
など適切に運用してくださ
い。

健康増進課 改善済
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

歳入関
係

ケ
出納事務に
ついて

　三田市会計事務規則第５条において、出納員及び
分任出納員、現金取扱員の命を受けたものが、現金
及び物品の出納事務を行うこととされているとこ
ろ、これによらない者が出納事務を行っているもの
がありました。

　出納事務については、法
令等に基づき適正に行って
ください。

人権共生推進課
[人権推進課]

改善済

歳入関
係

ケ
出納事務に
ついて

　三田市会計事務規則第５条において、出納員及び
分任出納員、現金取扱員の命を受けたものが、現金
及び物品の出納事務を行うこととされているとこ
ろ、これによらない者が出納事務を行っているもの
がありました。

　出納事務については、法
令等に基づき適正に行って
ください。

健康増進課 改善済

歳出関
係

ア
支出時期に
ついて

　行政事務マニュアルにおいて、支払の時期は、給
付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適
法な支払請求書を受理した日から工事代金(４０日)
以外のその他の給付に対するものについては３０日
以内の日としなければならないとされているとこ
ろ、３０日を超えて支払されているものがありまし
た。

　支払時期については、法
令等に基づき適正に行って
ください。

介護保険課 改善済

歳出関
係

イ
契約締結の
準備行為に
ついて

　行政事務マニュアルにおいて「施設管理業務な
ど、年度当初（４月１日）から契約に基づき業務を
実施する必要がある契約に関して、事務処理上その
理由を明確に記載した上で、前年度に実施伺い、入
札又は見積り合わせなどを行うことは、契約締結の
準備行為としてやむを得ないものです。この場合に
あっては、工事入札通知及び仕様書等に「解除条件
付の契約」（予算議決前の準備行為として実施する
入札であるため、市議会で予算の減額、否決があっ
たときは解除条件が成就し、入札の効力を失う旨）
であることを記載します。」とされているところ、
前年度に契約締結の準備行為を行うものであるにも
かかわらず、解除条件付の契約である旨の記載がな
いものがありました。

　前年度に契約締結の準備
行為を行う場合には、仕様
書等に解除条件付の契約で
あることを記載してくださ
い。

介護保険課 改善済
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

歳出関
係

ウ

契約書等で
規定された
書類の徴取
について

　契約書において報告することとされている個人情
報保護のための管理責任者等について、報告はされ
ているものの、変更が生じていたにもかかわらず報
告がなされていないものがありました。
　また、仕様書に規定されている年次報告書につい
て、業務完了後速やかに提出することとされている
にもかかわらず、提出が遅延しているものがありま
した。

　契約書等において規定さ
れている書類については、
適切に徴取するとともに、
提出が遅延しているものに
ついては、適切に指導して
ください。

障害福祉課 改善済

歳出関
係

エ
業務委託に
係る仕様書
について

　三田市契約事務規則第４４条第１項において「随
意契約によろうとするときは、契約条項その他見積
りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者か
ら見積書を徴さなければならない。」と規定されて
いるところ、契約条項その他見積りに必要な事項を
示した書類（以下「仕様書」という。）において、
具体的な業務量が規定されていないものがありまし
た。

　仕様書は、契約締結の前
に委託しようとする業務の
量を具体的に示すものであ
るとともに、業務の履行確
認に当たっての基準となる
ものであることから、適切
なものを作成してくださ
い。

障害福祉課 改善済

歳出関
係

オ
業務委託に
係る履行確
認について

　仕様書において、毎月２回専門相談会を開催する
こととされているところ、開催はされているもの
の、開催日等確認できないものがありました。
　また、仕様書において、実施月の翌月１０日まで
に報告書を提出することとされているところ、提出
が遅延しているものがありました。

　業務委託に係る履行確認
については、業務が確実に
履行されたかを示す証拠書
類となることから、適切な
書類を徴取するとともに、
提出が遅延しているものに
ついては、適正に報告がな
されるよう適切に指導して
ください。

暮らしの安心課
[生活支援課]

改善済

歳出関
係

オ
業務委託に
係る履行確
認について

　契約書において従事する職員に対する基準や資格
要件が規定されているところ、口頭で確認されてい
るものの、書面は徴取されておらず、基準や資格要
件を満たしているのか確認できないものがありまし
た。
　また、仕様書において徴取することとされている
書類について、徴取がされていないもの、事業の実
績について書面で確認できないものがありました。

　業務委託に係る履行確認
については、基準等の要件
を適切に確認するととも
に、仕様書等で規定されて
いる書類については、適切
に徴取し、業務が確実に履
行されたかを示す証拠書類
については、適切に作成す
るよう指導してください。

障害福祉課 改善済
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

歳出関
係

オ
業務委託に
係る履行確
認について

　仕様書において従事する職員に対する基準や資格
要件が規定されているところ、口頭で確認されてい
るものの、書面は徴取されておらず、基準や資格要
件を満たしているのか確認ができないもの、また、
業務の履行については、実施されているものの、事
業の実績について書面で確認できないものがありま
した。

　業務委託に係る履行確認
については、基準等の要件
を適切に確認するととも
に、業務が確実に履行され
たかを示す証拠書類につい
ては、適切に作成するよう
指導してください。

いきいき高齢者支援課
改善済に
至らず

　一部改善されているもの
の、仕様書において定める資
格要件や事業の実績について
書面で確認できないものがあ
りました。

　業務委託に係る履
行確認については、
基準等の要件を適切
に確認するととも
に、業務が確実に履
行されたかを示す証
拠書類については、
適切に徴取してくだ
さい。

歳出関
係

オ
業務委託に
係る履行確
認について

　仕様書において翌月２０日までに報告することと
されている報告書について、適時に報告されていな
いもの、また、業務の履行については、実施されて
いるものの、その実績について書面で確認できない
ものがありました。
　さらに、契約書において徴取することとされてい
る書類において、徴取されていないものがありまし
た。

　業務委託に係る履行確認
については、業務が確実に
履行されたかを示す証拠書
類となることから、適正に
作成するよう指導するとと
もに、契約書等で徴取する
こととなっている書類につ
いては、適切に徴取してく
ださい。

いきいき高齢者支援課 改善済

歳出関
係

オ
業務委託に
係る履行確
認について

　仕様書において従事職員に対する基準や資格要件
が規定されているところ、書面が徴取されていない
ことから基準や資格要件を満たしているのか確認が
できないもの、常駐で２４時間対応することとされ
ている職種において、常駐していることが確認でき
ないものがありました。

　業務委託に係る履行確認
に関する書類ついては、業
務が確実に履行されたかを
示す証拠書類となることか
ら、適切に作成するよう指
導してください。

健康増進課 改善済

歳出関
係

カ
業務委託の
再委託につ
いて

　仕様書において、原則、業務の第三者への再委託
の禁止が規定され、合理的かつ必要な範囲内で発注
者の事前承諾を得られる場合は再委託が可能とされ
ているところ、書面での手続きが行われていないこ
とから、承認行為が確認できないものがありまし
た。

　業務委託の再委託につい
ては、法令等に基づき適正
に行ってください。

障害福祉課 改善済
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

歳出関
係

カ
業務委託の
再委託につ
いて

　仕様書において、原則、業務の第三者への再委託
の禁止が規定され、合理的かつ必要な範囲内で発注
者の事前承諾を得られる場合は再委託が可能とされ
ているところ、口頭では報告がなされているもの
の、書面での手続きが行われていないことから、承
認行為が確認できないものがありました。

　業務委託の再委託につい
ては、法令等に基づき適正
に行ってください。

健康増進課 改善済

歳出関
係

キ
補助金の交
付手続につ
いて

　補助金等交付に関する手引において「補助金等の
交付を決定する場合は、「支出負担行為」を交付決
定伺とし、不交付の決定をする場合は、「起案用
紙」によるものとする。」とされているところ、こ
れによらない手続によって処理が行われていまし
た。

　補助金の交付手続につい
ては、法令等に基づき適正
に行ってください。

国保医療課 改善済

歳出関
係

ク
補助金の確
定前交付に
ついて

　三田市補助金等交付規則第１４条において「市長
は、前条の規定により補助金等の額を確定した後
に、補助金等を補助事業者に交付するものとする。
ただし、市長が補助事業の遂行上必要があると認め
るときは、補助金等の額の確定前であっても補助金
等の全部又は一部を交付することができる。」と規
定されているところ、補助事業者において当該補助
金交付申請額の５倍もの留保資金を有しているにも
かかわらず、補助金等の額の確定前に補助金を交付
（以下「確定前交付」という。）しているものがあ
りました。

　補助金については、確定
前交付の必要性はもとよ
り、交付自体の必要性につ
いても検討してください。

障害福祉課
改善済に
至らず

　見直しは行われているもの
の、改善には至っていないも
のがありました。

　補助金について
は、確定前交付の必
要性はもとより、交
付自体の必要性につ
いても検討してくだ
さい。

歳出関
係

ク
補助金の確
定前交付に
ついて

　補助金等交付に関する手引において、補助金等の
全部又は一部を額の確定前に交付する場合にあって
は、確定前交付理由書を添付することとされている
ところ、確定前交付が行われているにもかかわら
ず、確定前交付理由書が添付されていないものがあ
りました。

　補助金の確定前交付につ
いては、法令等に基づき適
正に行ってください。

障害福祉課 改善済
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

歳出関
係

ケ
補助事業の
事前着手に
ついて

　補助金等交付に関する手引において、交付申請・
交付決定は、事業着手前に行うのが原則であり、交
付決定前の事業着手は例外的に認めるものであるこ
とから、補助金等交付要綱において、補助金等交付
決定前着手の規定がある場合に限られるとされてい
るところ、補助金交付要綱に特段の定めがないにも
かかわらず、交付決定前に事業着手されているもの
がありました。

　補助事業の事前着手につ
いては、例外的に認められ
るものであることから、補
助金交付要綱を見直す等適
切に行ってください。

介護保険課
改善済に
至らず

　補助金等交付決定前に着手
された経費を含んで補助金額
の確定がされているものがあ
りました。

　補助事業の事前着
手については、例外
的に認められるもの
であることから、補
助金交付要綱を見直
す等適切に行ってく
ださい。

歳出関
係

コ

補助事業の
実績報告の
審査につい
て

　三田市補助金等交付規則第３条において「市長
は、毎年度予算の範囲内で、補助事業等の実施に必
要な経費の全部又は一部を補助するものとす
る。」、同規則第１２条第１項において「市長は、
前条の規定による報告を受けたときは、補助事業等
の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付
した条件に適合するかどうかを審査しなければなら
ない。」と規定されているところ、補助対象の経費
となる明細の確認ができないもの、領収書等の確認
がなされていないものがありました。

　補助事業の実績報告の審
査については、法令等に基
づき適正に行ってくださ
い。

地域福祉課 改善済

歳出関
係

コ

補助事業の
実績報告の
審査につい
て

　三田市地域介護拠点整備費補助金交付要綱第６条
において「事業者は、事業が完了したときは、規則
第１１条の規定に基づき、速やかに補助事業等実績
報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出
しなければならない。」と規定されているところ、
書類の徴取がなされていないものがありました。

　補助事業の実績報告の審
査については、適切に行う
とともに、要綱等で規定さ
れている書類については、
適正に徴取してください。

介護保険課
改善済に
至らず

　補助事業等実績報告書に添
付することが規定されている
書面の徴取がされていないも
のがありました。

　補助事業の実績報
告の審査について
は、適切に行うとと
もに、要綱等で規定
されている書類につ
いては、適正に徴取
してください。

歳出関
係

コ

補助事業の
実績報告の
審査につい
て

　三田市補助金等交付規則第３条において「市長
は、毎年度予算の範囲内で、補助事業等の実施に必
要な経費の全部又は一部を補助するものとす
る。」、同規則第１２条第１項において「市長は、
前条の規定による報告を受けたときは、補助事業等
の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付
した条件に適合するかどうかを審査しなければなら
ない。」と規定されているところ、補助対象となる
経費の明細が確認できないもの、領収書の一部記載
が漏れているものなど不完全な書類を用いて審査が
行われているものがありました。

　補助事業の実績報告の審
査については、法令等に基
づき適正に行ってくださ
い。

障害福祉課
改善済に
至らず

　一部改善されているもの
の、補助対象となる経費の明
細が確認できないもの、領収
書の一部記載が漏れているも
のなど不完全な書類を用いて
審査が行われているものがあ
りました。

　補助事業の実績報
告の審査について
は、法令等に基づき
適正に行ってくださ
い。
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

歳出関
係

サ

消耗品の購
入・支払い
に係る手続
きについて

　備品消耗品取扱基準第４条第２項において「同一
事由により５万円未満の備品を購入するに当たって
は、備品購入伺いにより決裁権者が、５万円未満の
消耗品を購入するに当たっては、消耗品購入伺いに
より所属長が認めた係長等が、それぞれの是非を決
定するものとする。」、同第５条第２項において
「決裁権者は、備品の支払いに当たっては備品購入
伺いの内容を、消耗品の支払いに当たっては消耗品
購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定する
ものとする。」と規定されているところ、係長等に
よる消耗品購入伺いの決定や決裁権者による消耗品
購入伺い兼取得簿の内容確認がされた金額を超えて
購入支払いがされているものがありました。

　消耗品の購入・支払いに
係る手続きについては、法
令等に基づき適正に行って
ください。

障害福祉課 改善済

歳出関
係

サ

消耗品の購
入・支払い
に係る手続
きについて

　備品消耗品取扱基準第４条第２項において「同一
事由により５万円未満の備品を購入するに当たって
は、備品購入伺いにより決裁権者が、５万円未満の
消耗品を購入するに当たっては、消耗品購入伺いに
より所属長が認めた係長等が、それぞれの是非を決
定するものとする。」、同第５条第２項において
「決裁権者は、備品の支払いに当たっては備品購入
伺いの内容を、消耗品の支払いに当たっては消耗品
購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定する
ものとする。」と規定されているところ、係長等に
よる消耗品購入伺いの決定や決裁権者による消耗品
購入伺い兼取得簿の内容確認がされていないにもか
かわらず購入支払いがされているものがありまし
た。

　消耗品の購入・支払いに
係る手続きについては、法
令等に基づき適正に行って
ください。

介護保険課 改善済

財産管
理関係

ア
備品の管理
について

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品の
うち備品については、出納員において備品台帳を備
え付け、物品の保管状況を明らかにしなければなら
ない。」、備品消耗品取扱基準第３条第３項におい
て「備品には、可能な限り備品整理票を貼付するも
のとする。」と規定されているところ、備品整理票
の貼付のないもの、備品台帳に登載されていない備
品がありました。

　備品については、法令等
に基づき、備品台帳への登
載、備品整理票の貼付等遺
漏のないようにするととも
に、備品台帳と備品を定期
的に照合してください。

障害福祉課 改善済
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

財産管
理関係

ア
備品の管理
について

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品の
うち備品については、出納員において備品台帳を備
え付け、物品の保管状況を明らかにしなければなら
ない。」、備品消耗品取扱基準第３条第３項におい
て「備品には、可能な限り備品整理票を貼付するも
のとする。」と規定されているところ、備品台帳と
備品整理票に齟齬が生じているものがありました。

　備品については、法令等
に基づき、備品台帳と備品
を定期的に照合し、適正に
管理してください。

いきいき高齢者支援課 改善済

財産管
理関係

ア
備品の管理
について

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品の
うち備品については、出納員において備品台帳を備
え付け、物品の保管状況を明らかにしなければなら
ない。」、備品消耗品取扱基準第３条第３項におい
て「備品には、可能な限り備品整理票を貼付するも
のとする。」と規定されているところ、備品台帳と
備品整理票との照合確認が定期的に行われていませ
んでした。

　備品については、法令等
に基づき、備品台帳と備品
を定期的に照合し、適正に
管理してください。

健康増進課 改善済

財産管
理関係

イ
備品の寄附
について

　三田市事務処理規則第１３条において「副市長、
危機管理監等、部長等、次長等及び課長等限りで専
決できる事項は、概ね別表第２のとおりとす
る。」、同規則別表第２において「物品の購入等及
び契約　１物品の購入等（６）物品寄附の収受（１
件の評価額）　その他のもの　部長等」と規定され
ているところ、手続きが行われずに寄附を受けてい
るものがありました。

　備品の寄附については、
法令等に基づき適正に行っ
てください。

障害福祉課 改善済

財産管
理関係

ウ

市が委託及
び貸与して
いる公用車
両について

　市が委託及び貸与している公用車両については、
「委託及び貸与公用車両について（平成２９年２月
１５日　管財営繕課長通知）」により、法定検査
（車検及び定期点検）については、受託者及び借受
者が実施するかどうかを仕様書又は契約書等に明確
にし、漏れがないように実施することとされている
ところ、仕様書等において明記されていない車両が
ありました。

　市が委託及び貸与してい
る公用車両については、法
定検査の実施について明確
にするとともに、法令等に
基づき適正に管理してくだ
さい。

障害福祉課 改善済

指定管
理者制
度

ア
協定に基づ
く報告につ
いて

　仕様書において提出することが規定されている事
業報告書（年度報告書）について、会計年度終了後
３０日以内に提出することとされているところ、３
０日を超えて提出がされているものがありました。

　協定に基づく報告につい
ては、法令等に基づき適正
に行うよう指導してくださ
い。

健康増進課 改善済
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

事務管
理等全
般

ア
事務経理簿
について

　三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所
管課は、文書の配付を受けたときは直ちに受付決裁
印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記
載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなけ
ればならない。この場合において、所管課長は、当
該文書について指示を要するものにあっては、その
指示事項を記入するものとする。」と規定されてい
るところ、事務経理簿に記載されていないものがあ
りました。

　文書については、法令等
に基づき適正に処理してく
ださい。

地域福祉課 改善済

事務管
理等全
般

ア
事務経理簿
について

　三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所
管課は、文書の配付を受けたときは直ちに受付決裁
印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記
載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなけ
ればならない。この場合において、所管課長は、当
該文書について指示を要するものにあっては、その
指示事項を記入するものとする。」と規定されてい
るところ、事務経理簿に記載されていないものがあ
りました。

　文書については、法令等
に基づき適正に処理してく
ださい。

人権共生推進課
[人権推進課]

改善済に
至らず

　事務経理簿において、一部
記載されていないものがあり
ました。

　文書については、
法令等に基づき適正
に処理してくださ
い。

事務管
理等全
般

ア
事務経理簿
について

　三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所
管課は、文書の配付を受けたときは直ちに受付決裁
印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記
載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなけ
ればならない。この場合において、所管課長は、当
該文書について指示を要するものにあっては、その
指示事項を記入するものとする。」と規定されてい
るところ、事務経理簿に記載されていないものがあ
りました。

　文書については、法令等
に基づき適正に処理してく
ださい。

障害福祉課
改善済に
至らず

　事務経理簿において、一部
記載されていないものがあり
ました。

　文書については、
法令等に基づき適正
に処理してくださ
い。

事務管
理等全
般

ア
事務経理簿
について

　三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所
管課は、文書の配付を受けたときは直ちに受付決裁
印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記
載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなけ
ればならない。この場合において、所管課長は、当
該文書について指示を要するものにあっては、その
指示事項を記入するものとする。」と規定されてい
るところ、事務経理簿に記載されていないものがあ
りました。

　文書については、法令等
に基づき適正に処理してく
ださい。

介護保険課
改善済に
至らず

　事務経理簿等において、一
部記載されていないものがあ
りました。

　文書については、
法令等に基づき適正
に処理してくださ
い。
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

事務管
理等全
般

ア
事務経理簿
について

　三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所
管課は、文書の配付を受けたときは直ちに受付決裁
印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記
載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなけ
ればならない。この場合において、所管課長は、当
該文書について指示を要するものにあっては、その
指示事項を記入するものとする。」と規定されてい
るところ、事務経理簿に記載されていないものがあ
りました。

　文書については、法令等
に基づき適正に処理してく
ださい。

いきいき高齢者支援課 改善済

事務管
理等全
般

イ
文書の管理
について

　三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所
管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現
在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄
年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成
し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開
担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をい
う。）を含む。以下この条において同じ。）にその
写しを提出しなければならない。」と規定されてい
るところ、文書が存在しているにもかかわらず文書
分類表に登載されていないもの、文書分類表と齟齬
が生じているものがありました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓するとともに、
定期的に文書分類表と照合
する等適切に管理してくだ
さい。

地域福祉課
改善済に
至らず

　文書が存在しているにもか
かわらず、文書分類表に登載
されていないもの、文書分類
表と齟齬が生じているものが
ありました。

　文書については、
日頃から整理整頓す
るとともに、定期的
に文書分類表と照合
する等適切に管理し
てください。

事務管
理等全
般

イ
文書の管理
について

　三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所
管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現
在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄
年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成
し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開
担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をい
う。）を含む。以下この条において同じ。）にその
写しを提出しなければならない。」と規定されてい
るところ、文書分類表と齟齬が生じているものがあ
りました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓するとともに、
定期的に文書分類表と照合
する等適切に管理してくだ
さい。

暮らしの安心課
[生活支援課]

改善済
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

事務管
理等全
般

イ
文書の管理
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文
書の種別及び保存期間は、別表第２の保存期間別文
書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１
条第１項において「所管課長は、当該所管課の文書
について５月３１日現在におけるファイル名、保存
期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載
した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文
書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管
理室総務課長をいう。）を含む。以下この条におい
て同じ。）にその写しを提出しなければならな
い。」と規定されているところ、これによらない保
存期間が設定されているもの、文書が存在している
にもかかわらず文書分類表に登載されていないもの
がありました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓するとともに、
定期的に文書分類表と照合
する等適切に管理してくだ
さい。

人権共生推進課
[人権推進課]

改善済

事務管
理等全
般

イ
文書の管理
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文
書の種別及び保存期間は、別表第２の保存期間別文
書一覧表の定めるところによる。」と規定されてい
るところ、これによらない保存期間が設定されてい
るものがありました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓するとともに、
定期的に文書分類表と照合
する等適切に管理してくだ
さい。

国保医療課 改善済

事務管
理等全
般

ウ
廃棄文書目
録について

　三田市文書取扱規程第４５条第１項において「所
管課長は、保存期間が満了した文書は毎年４月３０
日までに廃棄文書目録を作成し、文書担当課長に提
出するとともに、毎年５月３１日までに当該文書を
廃棄しなければならない。」と規定されているとこ
ろ、文書が廃棄されていないにもかかわらず、廃棄
文書目録に登載されているものがありました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓し、定期的に文
書分類表と照合等するとと
もに、保存期間が満了した
文書は廃棄文書目録と照合
後に廃棄する等適切に管理
してください。

障害福祉課 改善済
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令和４年度定期監査（その１）勧告事項及び改善状況等（対象：令和２年度定期監査その３）

前回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

前回の勧告事項
部署名

([　]内は前回の部署
名）

改善
状況

今回の監査で判明した不適切
な内容

(根拠規定)
指摘事項区分

事務管
理等全
般

ウ
廃棄文書目
録について

　三田市文書取扱規程第４５条第１項において「所
管課長は、保存期間が満了した文書は毎年４月３０
日までに廃棄文書目録を作成し、文書担当課長に提
出するとともに、毎年５月３１日までに当該文書を
廃棄しなければならない。」と規定されているとこ
ろ、文書が廃棄されていないにもかかわらず、廃棄
文書目録に登載されているものがありました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓し、定期的に文
書分類表と照合等するとと
もに、保存期間が満了した
文書は廃棄文書目録と照合
後に廃棄する等適切に管理
してください。

介護保険課
改善済に
至らず

　文書が存在しているにもか
かわらず、文書分類表に登載
されていないものがありまし
た。

　文書については、
日頃から整理整頓す
るとともに、定期的
に文書分類表と照合
する等適切に管理し
てください。

事務管
理等全
般

エ
旅行命令等
について

　三田市職員服務規程第６条第１項において「職員
は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰庁したと
きは、速やかに復命書を所属長に提出しなければな
らない。」と規定されているところ、出張命令され
ているにもかかわらず復命されていないものがあり
ました。

　旅行命令に係る手続きに
ついては、法令等に基づき
適正に行ってください。

国保医療課 改善済

事務管
理等全
般

オ
公用車の管
理について

　庁用自動車取扱規程第５条第４項において「車両
の安全な運行を確保するため、毎月１５日を一斉点
検日と定め、原則として始業時に車両点検を行
う。」と規定されているところ、点検結果を記録す
る車両点検票の記載事項の一部が漏れているものが
ありました。

　公用車の管理について
は、法令等に基づき適切に
管理を行うとともに、記載
漏れの無いようにしてくだ
さい。

介護保険課 改善済

事務管
理等全
般

カ
準公金等の
管理につい
て

　任意団体の事務局を行っている部署において、当
該団体の運営資金である準公金等の管理について、
収支残高が確認できないもの、会計帳簿と通帳によ
る定期的な残高確認がされていないもの、一部収
入・支出に係る事務手続きに関する書類が整備され
ていないものがありました。

　準公金等の管理について
は、出納に係る書類を整備
するとともに、所属長等に
よる残高照合を定期的に
行ってください。

地域福祉課 改善済
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令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名

歳入関係 ア

延滞金の減
免に係る手
続きについ
て

　三田市介護保険条例第12条第3項において「市長は、納付義務者が納期
限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場
合において、第1項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。」
と規定され、同条に基づき延滞金額の減免の決定が行われているものの、
納付義務者に対して減免の決定を証する通知が行われていないものがあり
ました。

　延滞金額の減免に係る事務手
続きについては、法令等に基づ
き適切に行うとともに、納付義
務者に対して通知を行ってくだ
さい。

介護保険課

歳出関係 ア

仕様書等で
規定された
書類の徴取
について

　業務委託に係る仕様書において毎月終了後１０日以内に提出が規定され
ている報告書について、提出が遅延しているものがありました。

　仕様書等で規定されている書
類については、適正に徴取して
ください。

障害福祉課

歳出関係 ア

仕様書等で
規定された
書類の徴取
について

　仕様書において、業務完了時に提出することとされている写真が徴取さ
れていないにもかかわらず、事務処理が行われているものがありました。

　仕様書等で規定されている書
類については、適正に徴取して
ください。

公園みどり課

歳出関係 イ

消耗品の購
入・支払い
に係る手続
について

　備品及び消耗品取扱基準５（２）において「５万円未満の消耗品を購入
するに当たっては、消耗品購入伺いにより所属長が認めた係長等が、その
是非を決定する。」、同基準６（２）において「決裁権者は、消耗品の支
払いに当たっては消耗品購入伺い兼取得簿の内容を、確認し決定する。」
と規定されているところ、係長等による購入決定が行われていないにもか
かわらず支出されているもの、予定金額を超えているにもかかわらず支出
されているものがありました。

　消耗品の購入・支払いに係る
手続については、法令等に基づ
き適正に行ってください。

人権共生推進課

区分
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令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名区分

歳出関係 イ

消耗品の購
入・支払い
に係る手続
について

　備品及び消耗品取扱基準５（２）において「５万円未満の消耗品を購入
するに当たっては、消耗品購入伺いにより所属長が認めた係長等が、その
是非を決定する。」、同基準６（２）において「決裁権者は、消耗品の支
払いに当たっては消耗品購入伺い兼取得簿の内容を、確認し決定する。」
と規定されているところ、係長等による購入決定がないにもかかわらず支
出されているもの、支出決定時における決裁権者の確認がされているのか
確認できないものがありました。

　消耗品の購入・支払いに係る
手続については、法令等に基づ
き適正に行ってください。

健康増進課

歳出関係 ウ
予算の執行
について

　歳出の会計所属年度は、地方自治法施行令第１４３条第１項第４号にお
いて、物品購入費等の類で相手方の行為の完了があった後支出されるもの
は、当該行為の履行があった日の属する年度とされているところ、消耗品
購入に係る納入日が令和４年度であるにもかかわらず、発注した日の属す
る令和３年度で支出されているものがありました。

　消耗品の購入・支払いに係る
手続については、法令等に基づ
き適正に行ってください。

道路河川課

財産管理
関係

ア
公用車の管
理について

　公用車については、道路運送車両法第４８条において定める定期点検整
備を行わなければならないとされているところ、同法に定める定期点検整
備が行われていないものがありました。

　公用車の管理については、法
令等に基づき適正に行ってくだ
さい。

介護保険課

財産管理
関係

イ
自動車使用
実績簿につ
いて

　庁用自動車取扱規程第１０条において「課長等は、各車両ごとに自動車
使用実績簿を作成して使用状況を記録し、毎月10日までに前月分の使用状
況を管財担当課長に報告しなければならない。」と規定されているとこ
ろ、自動車使用実績簿は作成されているものの、給油実績があるにもかか
わらず記載されていないものがありました。

　公用車の管理については、法
令等に基づき適正に行ってくだ
さい。

健康増進課

30



令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名区分

財産管理
関係

ウ

備品等の寄
附受入等に
係る手続き
について

　備品等を寄附により取得しようとするときは、三田市会計事務規則第９
８条により物品取得伺書により決定しなければならないとされているとこ
ろ、所定の手続きが行われないまま取得しているものがありました。

　備品等の寄附受入等に係る手
続きについては、法令等に基づ
き適正に行ってください。

人権共生推進課

財産管理
関係

ウ

備品等の寄
附受入等に
係る手続き
について

　備品等を寄附により取得するときは、三田市会計事務規則第９８条によ
り会計管理者に通知しなければならないとされているところ、寄附を受け
たにもかかわらず、会計管理者への通知がされておらず、また、三田市事
務処理規則別表第２において定められた専決者以外の者の専決を経て寄附
を受けているものがありました。
　さらに、備品及び消耗品取扱基準において備品の定義が定められている
ところ、備品としての要件を満たさないにもかかわらず備品として備品台
帳に登録しているものがありました。

　備品等の寄附受入等に係る手
続きについては、法令等に基づ
き適正に行ってください。

障害福祉課

財産管理
関係

エ
備品の管理
について

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、
出納員において備品台帳を備付け、物品の保管状況を明らかにしなければ
ならない。」と規定されているところ、他部署へ管理換えされ現存しない
にもかかわらず、備品台帳に登載されているものがありました。

　備品の管理については、備品
台帳と備品を定期的に照合して
ください。

介護保険課

財産管理
関係

エ
備品の管理
について

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、
出納員において備品台帳を備付け、物品の保管状況を明らかにしなければ
ならない。」と規定されているところ、備品台帳に登載されているにもか
かわらず、現存しないものがありました。

　備品の管理については、備品
台帳と備品を定期的に照合して
ください。

都市政策課
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令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名区分

財産管理
関係

オ
備品の貸付
けについて

　三田市会計事務規則第１０６条第５項において、備品を貸し付ける場合
は借用証書を徴収しなければならないとされているところ、借用証書を徴
収することなく貸付けされているものがありました。

　備品の貸付けについては、法
令等に基づき適正に行ってくだ
さい。

交通まちづくり課

指定管理
者制度

ア
協定書等に
ついて

　協定書等において提出が規定されている月次報告書について、提出日の
記載がないことから、協定書等で指定された日までに提出されているのか
判別できないものがありました。
　さらに、協定書等において提出が規定されている四半期報告書につい
て、提出が遅延しているものがありました。

　仕様書等で徴取が規定された
書類の提出が遅延しているもの
については、適正に提出がなさ
れるよう適切に指導してくださ
い。

道路河川課

人権共生推進課

審査指導課

公金管理
関係

イ
収納金の取
扱いについ
て

　収納金の取扱いについては、現金取扱基準により各所属において現金取
扱チェックシート等を作成・運用するとともに、所属長等の確認を行うこ
ととされているところ、所属長等による確認がされていないものがありま
した。

　収納金の取扱いについては、
法令等に基づき適正に行ってく
ださい。

都市政策課

公金管理
関係

ウ
準公金等の
管理につい
て

　任意団体の事務局を行っている部署において、当該団体の運営資金であ
る準公金等の管理について、一部収入・支出に係る事務手続きに関する書
類が整備されていないものがありました。

　準公金等の管理については、
出納に係る書類を整備してくだ
さい。

道路河川課

　切手等の管理については、法
令等に基づき適正に行ってくだ
さい。

公金管理
関係

ア
切手等の管
理について

　切手等の管理については、備品及び消耗品取扱基準４（２）により、毎
月末及び年度末に出納員による在庫確認を行うこととされているところ、
出納員による在庫確認がなされたのか確認できないものがありました。
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令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名区分

地域福祉課

暮らしの安心課

障害福祉課

健康増進課

審査指導課

用地対策課

事務管理
等全般

ア
電磁的記録
媒体の管理
について

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体につい
ては記録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、現存す
る記録媒体に関する必要事項の一部において記載を誤っているものがあり
ました。

　電磁的記録媒体については、
法令等に基づき適正に管理して
ください。

道路河川課

事務管理
等全般

イ
電磁的記録
媒体の受渡
しについて

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体の受渡
しに際しては、記録媒体受渡し等管理簿を作成し管理することとされてい
るところ、記録媒体の受渡し時において所属長が承認しているのか確認で
きないもの、所属長と異なる者が承認しているものがありました。

　電磁的記録媒体の受渡しにつ
いては、法令等に基づき適正に
管理してください。

健康増進課

事務管理
等全般

イ
電磁的記録
媒体の受渡
しについて

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体の受渡
しに際しては、記録媒体受渡し等管理簿を作成し管理することとされてい
るところ、当該管理簿に記載のないまま記録媒体の受渡しが行われている
ものがありました。

　電磁的記録媒体の受渡しにつ
いては、法令等に基づき適正に
管理してください。

健康増進課

事務管理
等全般

ア
電磁的記録
媒体の管理
について

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体につい
ては記録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理す
る電磁的記録媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されてい
ないものがありました。

　電磁的記録媒体については、
法令等に基づき適正に管理して
ください。
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令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名区分

事務管理
等全般

イ
電磁的記録
媒体の受渡
しについて

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体の受渡
しに際しては、記録媒体受渡し等管理簿を作成し管理することとされてい
るところ、記録媒体の受渡しの実態があるにもかかわらず、当該管理簿が
備付けられていませんでした。

　電磁的記録媒体の受渡しにつ
いては、法令等に基づき適正に
管理してください。

用地対策課

事務管理
等全般

ウ
個人情報取
扱事務届出
書について

　三田市個人情報保護条例第６条において、個人情報の取扱事務を開始、
変更又は廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならないとされ
ているところ、個人情報の取扱事務が廃止されているにもかかわらず、所
要の手続きがされていないものがありました。

　個人情報取扱事務について
は、法令等に基づき適正に管理
してください。

人権共生推進課

いきいき高齢者支援課

健康増進課

事務管理
等全般

エ
専用公印に
ついて

　三田市出納員之印（審査指導課）については、審査指導課出納員の金銭
収納事務用として管守されているものの、近年使用実績がありませんでし
た。

　公印については、使用状況や
今後の使用頻度等を精査し、必
要に応じて廃止等の検討を行っ
てください。

審査指導課

事務管理
等全般

エ
専用公印に
ついて

　三田市公印規則第４条及び別表第２において、公印（職印）の使用区分
が定められているところ、その使用区分を超えた目的で使用されているも
のがありました。

　公印の使用については、法令
等に基づき適正に行ってくださ
い。

用地対策課

事務管理
等全般

ウ
個人情報取
扱事務届出
書について

　三田市個人情報保護条例第６条において、個人情報の取扱事務を開始、
変更又は廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならないとされ
ているところ、新たに個人情報の取扱事務が開始されているにもかかわら
ず、届出がされていないものがありました。

　個人情報取扱事務について
は、法令等に基づき適正に管理
してください。
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令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名区分

事務管理
等全般

オ
文書の収受
について

　三田市事務処理規則別表第２中「一般的業務」の項において「９　専決
事項＿指令、通達、通知、照会、調査、報告、回答、届出、申請、申告、
催告、経由、副申等の決定及びこれらの受理並びに処理（一般的なもの）
＿課長等」と規定されているところ、届出書について課長等の承認行為が
ないものがありました。

　文書については、法令等に基
づき適正に処理してください。

道路河川課

事務管理
等全般

カ
資金前渡に
ついて

　三田市会計事務規則第４５条第５項において、資金前渡を受けた場合、
精算が終わっていない者は、特別の理由のある場合を除いて、重ねて資金
前渡を受けることはできないとされているところ、特別の理由がないにも
かかわらず、重ねて資金前渡を受けているものがありました。

　資金前渡に係る事務手続きに
ついては、法令等に基づき適正
に行ってください。

介護保険課

都市政策課

審査指導課

公園みどり課

事務管理
等全般

キ
事務経理簿
について

　三田市文書取扱規程第３２条第１号において「発送文書は、事務経理簿
に所要事項を記載すること。」と規定されているところ、事務経理簿への
記載はあるものの、記載に不備があるものがありました。

　文書については、法令等に基
づき適正に処理してください。

暮らしの安心課

事務管理
等全般

カ
資金前渡に
ついて

　三田市会計事務規則第４５条第１項第１号において、前渡資金は、その
支払完了後５日以内に精算書を作成し、精算しなければならないとされて
いるところ、遅延しているものがありました。

　資金前渡に係る事務手続きに
ついては、法令等に基づき適正
に行ってください。
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令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名区分

事務管理
等全般

キ
事務経理簿
について

　三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所管課は、文書(電磁的
記録を除く。)の配付を受けたときは直ちに受付決裁印を余白に押印のう
え、事務経理簿に所要事項を記載して所管課長の査閲に供し、その指示を
受けなければならない。この場合において、所管課長は、当該文書につい
て指示を要するものにあっては、その指示事項を記入するものとする。」
と規定されているところ、事務経理簿に記載されていないものがありまし
た。

　文書については、法令等に基
づき適正に処理してください。

いきいき高齢者支援課

事務管理
等全般

ク
指令番号に
ついて

　三田市文書取扱規程第１３条第７号において「指令を令達する場合は、
文書整理記号と番号の間に指令を加え、番号は事務経理簿により会計年度
による一連番号を付すること。」、公示令達に関する規則第２条第８号に
おいて「指令　個人又は法人の申請、願、伺等に対して処分するもの」と
規定されているところ、行政財産使用に係る申請に対して処分（＝許可）
を行うに際し、指令番号が付されていないものがありました。

　指令番号については、法令等
に基づき適正に記載してくださ
い。

都市整備課

事務管理
等全般

ケ

補助事業に
おける指令
番号につい
て

　補助金等交付に関する手引において「交付又は不交付のいずれを決定す
る場合にあっても、行政処分たる性質を有するものであるため、決裁手続
きを終えた段階で各課備付けの事務経理簿(指令番号処理票)に所定事項を
登録し、補助金等交付決定通知書又は補助金等不交付決定書に指令番号な
どを記載のうえ、申請者に通知しなければならない。」とされているとこ
ろ、指令番号が付されておらず、さらに、指令を令達する際に用いる事務
経理簿が備付けられていませんでした。

　補助事業における指令番号に
ついては、法令等に基づき適正
に記載してください。

国保医療課

事務管理
等全般

ケ

補助事業に
おける指令
番号につい
て

　補助金等交付に関する手引において「交付又は不交付のいずれを決定す
る場合にあっても、行政処分たる性質を有するものであるため、決裁手続
きを終えた段階で各課備付けの事務経理簿(指令番号処理票)に所定事項を
登録し、補助金等交付決定通知書又は補助金等不交付決定書に指令番号な
どを記載のうえ、申請者に通知しなければならない。」とされているとこ
ろ、これによらない番号を付して事務処理されているものがありました。

　補助事業における指令番号に
ついては、法令等に基づき適正
に記載してください。

都市政策課
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令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名区分

地域福祉課

介護保険課

交通まちづくり課

道路河川課

用地対策課

障害福祉課

健康増進課

道路河川課

公園みどり課

事務管理
等全般

コ
文書分類表
について

　三田市文書取扱規程別表第２により、文書については保存期間が規定さ
れているところ、適切に設定されてないものがありました。

　文書については、法令等に基
づき適正に管理してください。

公園みどり課

介護保険課

都市政策課

事務管理
等全般

コ
文書分類表
について

　三田市文書取扱規程別表第２により文書については保存期間が規定され
ているところ、保存期間が誤っているものがありました。

　文書については、法令等に基
づき適正に処理してください。

事務管理
等全般

コ
文書分類表
について

　三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書
について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄
年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日ま
でに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長を
いう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提出しなけれ
ばならない。」と規定されているところ、存在しない文書が文書分類表に
登載されているものがありました。

　文書については、日頃から整
理整頓するとともに、定期的に
文書分類表と照合する等適正に
管理してください。

事務管理
等全般

コ
文書分類表
について

　三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書
について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄
年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日ま
でに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長を
いう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提出しなけれ
ばならない。」とされているところ、文書が存在しているにもかかわらず
文書分類表に登載されていないものがありました。

　文書については、日頃から整
理整頓するとともに、定期的に
文書分類表と照合する等適正に
管理してください。
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令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名区分

都市政策課

審査指導課

都市整備課

事務管理
等全般

コ
文書分類表
について

　三田市文書取扱規程別表第２により文書については保存期間が規定され
ているところ、保存期間は適切に設定されているものの、期間満了年度の
記載に誤りがあるものがありました。

　文書については、日頃から整
理整頓するとともに、定期的に
文書分類表と照合する等適正に
管理してください。

公園みどり課

人権共生推進課

交通まちづくり課

都市整備課

事務管理
等全般

サ
廃棄文書目
録について

　三田市文書取扱規程第４５条において「所管課長は、保存期間が満了し
た文書を毎年４月３０日までに廃棄文書目録を作成し、文書担当課長に提
出するとともに、毎年５月３１日までに当該文書を廃棄しなければならな
い。」と規定されているところ、保存期間が満了していないにもかかわら
ず廃棄文書目録に登載されているものがありました。

　文書については、日頃から整
理整頓するとともに、定期的に
文書分類表と照合する等適正に
管理してください。

用地対策課

事務管理
等全般

コ
文書分類表
について

　三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書
について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄
年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日ま
でに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長を
いう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提出しなけれ
ばならない。」と規定されているところ、保存期間が満了しているにもか
かわらず文書分類表に登載されているものがありました。

　文書については、日頃から整
理整頓するとともに、定期的に
文書分類表と照合する等適正に
管理してください。

事務管理
等全般

コ
文書分類表
について

　三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書
について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄
年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日ま
でに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長を
いう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提出しなけれ
ばならない。」と規定されているところ、個別に文書分類表に登載されて
いるものの、実態は合冊されているものがありました。

　文書については、日頃から整
理整頓するとともに、定期的に
文書分類表と照合する等適正に
管理してください。
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令和４年度定期監査（その１）実施による指摘事項状況表

今回の監査で判明した不適切な内容
(根拠規定)

指摘事項 部署名区分

道路河川課

用地対策課

公園みどり課

事務管理
等全般

シ
旅行命令に
ついて

　職員の行政事務マニュアルにおいて、附属機関の委員に対し出張を依頼
するに当たっては、旅行命令簿に記載するとともに、部長等がその専決者
とされているところ、これによらない専決者による旅行命令がなされてい
るものがありました。

　旅行命令に係る手続きについ
ては、法令等に基づき適正に
行ってください。

いきいき高齢者支援課

人権共生推進課

健康増進課

事務管理
等全般

シ
旅行命令に
ついて

　職員等の旅費に関する条例第４条第４項において「旅行命令権者は、旅
行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿
(以下「旅行命令簿等」という。）に当該旅行に関する事項を記載し、こ
れを当該旅行者に提示して行わなければならない。」と規定されていると
ころ、旅行命令がないにも関わらず、復命されているものがありました。

　旅行命令に係る手続きについ
ては、法令等に基づき適正に
行ってください。

都市政策課

事務管理
等全般

シ
旅行命令に
ついて

　三田市職員服務規程第６条第１項において「職員は、出張を命じられ、
当該用務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書を所属長に提出しなけ
ればならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することがで
きる。」と規定されているところ、出張したにもかかわらず復命されてい
ないものがありました。

　旅行命令に係る手続きについ
ては、法令等に基づき適正に
行ってください。

事務管理
等全般

サ
廃棄文書目
録について

　三田市文書取扱規程第１０条において、所管課に廃棄文書目録を置くこ
ととされ、また、その保存期間は別表第２により１０年と規定されている
ところ、保存されていない年度のものがありました。

　文書については、法令等に基
づき適正に保存してください。
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別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

ご指摘のありました「市営住宅特定建築物定期調査報告書作成業務」につきまし
ては３年に１度の周期で行われるものでありますが、今年度実施の際には内容を
精査した仕様書に改めて契約事務を行いました。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
契約書等において、徴取することと規定されている書類が徴取されていないも

のがありました。
　契約書等に規定されている書類については、適切に徴取してください。

【今回における指摘事項】
契約書等の見直し中であることから、改善なされているのか確認できないもの

がありました。
　今後の業務実施に当たっては、法令等に基づき適切に業務を行ってください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室暮らしの安心課

対 象 事 項 契約書等で規定された書類の徴取について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 6



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

今年度市営住宅の駐車場に係る行政財産使用許可申請が提出された際には事務経
理の手続を行いました。今後事務経理の手続を徹底します。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所管課は、文書の配付を受けた

ときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記載して
所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならない。この場合において、
所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっては、その指示事項を記
入するものとする。」と規定されているところ、事務経理簿に記載されていない
ものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

【今回における指摘事項】
文書の収受実績がないことから、改善に至ったのか確認できないものがありま

した。
　今後の事務処理に当たっては、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室暮らしの安心課

対 象 事 項 事務経理簿について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 7



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 8

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

今後、文書については三田市文書取扱規程に基づき適正に処理いたします。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所管課は、文書の配付を受けた

ときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記載して
所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならない。この場合において、
所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっては、その指示事項を記
入するものとする。」と規定されているところ、事務経理簿に記載されていない
ものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

【今回における指摘事項】
　事務経理簿において、一部登載されていないものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室公園みどり課

対 象 事 項 事務経理簿について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

納付書の紛失等が生じたときは、速やかに相手先に連絡のうえ納付書を再発行す
るよう法令に基づいて適正に処理します。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
納付書の紛失等が生じた場合においては、三田市会計事務規則第１３条に基づ

き、納付書を発行することができることとされていますが、これによらない手続
きで納付書が発行されていました。
　納付書の発行については、法令等に基づき適正に行ってください。

【今回における指摘事項】
納付書の紛失等が生じた際に、規則等によらない手続きで納付書の発行がされ

ているものがありました。
　納付書の発行については、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 共生社会部健康共生室健康増進課

対 象 事 項 納付書の発行について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 9



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 10

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

委託先に基準等の要件に照らし合わせ確認を行ったうえ、証拠書類については徴
取しました。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
仕様書において従事する職員に対する基準や資格要件が規定されているとこ

ろ、口頭で確認されているものの、書面は徴取されておらず、基準や資格要件を
満たしているのか確認ができないもの、また、業務の履行については、実施され
ているものの、事業の実績について書面で確認できないものがありました。

業務委託に係る履行確認については、基準等の要件を適切に確認するととも
に、業務が確実に履行されたかを示す証拠書類については、適切に作成するよう
指導してください。

【今回における指摘事項】
一部改善されているものの、仕様書において定める資格要件や事業の実績につ

いて書面で確認できないものがありました。
業務委託に係る履行確認については、基準等の要件を適切に確認するととも

に、業務が確実に履行されたかを示す証拠書類については、適切に徴取してくだ
さい。

対象部署等 共生社会部健康共生室いきいき高齢者支援課

対 象 事 項 業務委託に係る履行確認について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 11

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

ご指摘のあった補助金の確定前交付については、補助事業者の資金状況を確認
し、確定後の交付とするよう改めました。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
三田市補助金等交付規則第１４条において「市長は、前条の規定により補助金

等の額を確定した後に、補助金等を補助事業者に交付するものとする。ただし、
市長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金等の額の確定前で
あっても補助金等の全部又は一部を交付することができる。」と規定されている
ところ、補助事業者において当該補助金交付申請額の５倍もの留保資金を有して
いるにもかかわらず、補助金等の額の確定前に補助金を交付（以下「確定前交
付」という。）しているものがありました。

補助金については、確定前交付の必要性はもとより、交付自体の必要性につい
ても検討してください。

【今回における指摘事項】
　見直しは行われているものの、改善には至っていないものがありました。

補助金については、確定前交付の必要性はもとより、交付自体の必要性につい
ても検討してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室障害福祉課

対 象 事 項 補助金の確定前交付について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 12

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

補助金交付要綱の見直しを検討し、対応します。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
補助金等交付に関する手引において、交付申請・交付決定は、事業着手前に行

うのが原則であり、交付決定前の事業着手は例外的に認めるものであることか
ら、補助金等交付要綱において、補助金等交付決定前着手の規定がある場合に限
られるとされているところ、補助金交付要綱に特段の定めがないにもかかわら
ず、交付決定前に事業着手されているものがありました。

補助事業の事前着手については、例外的に認められるものであることから、補
助金交付要綱を見直す等適切に行ってください。

【今回における指摘事項】
補助金等交付決定前に着手された経費を含んで補助金額の確定がされているも

のがありました。
補助事業の事前着手については、例外的に認められるものであることから、補

助金交付要綱を見直す等適切に行ってください。

対象部署等 共生社会部健康共生室介護保険課

対 象 事 項 補助事業の事前着手について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 13

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

実績報告時の提出書類については、事業者が提出する際に漏れないよう一覧を作
成し、事業者及び市の双方で確認がしやすいよう対応します。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
三田市地域介護拠点整備費補助金交付要綱第６条において「事業者は、事業が

完了したときは、規則第１１条の規定に基づき、速やかに補助事業等実績報告書
に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。」と規定され
ているところ、書類の徴取がなされていないものがありました。

補助事業の実績報告の審査については、適切に行うとともに、要綱等で規定さ
れている書類については、適正に徴取してください。

【今回における指摘事項】
補助事業等実績報告書に添付することが規定されている書面の徴取がされてい

ないものがありました。
補助事業の実績報告の審査については、適切に行うとともに、要綱等で規定さ

れている書類については、適正に徴取してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室介護保険課

対 象 事 項 補助事業の実績報告の審査について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

補助事業等の実績報告の審査については、交付要綱に照らし合わせ必要となる
書類の提出を求め、適正に審査が行えるよう改善に取り組みます。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
三田市補助金等交付規則第３条において「市長は、毎年度予算の範囲内で、補

助事業等の実施に必要な経費の全部又は一部を補助するものとする。」、同規則
第１２条第１項において「市長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助
事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するか
どうかを審査しなければならない。」と規定されているところ、補助対象となる
経費の明細が確認できないもの、領収書の一部記載が漏れているものなど不完全
な書類を用いて審査が行われているものがありました。

補助事業の実績報告の審査については、法令等に基づき適正に行ってくださ
い。

【今回における指摘事項】
一部改善されているものの、補助対象となる経費の明細が確認できないもの、

領収書の一部記載が漏れているものなど不完全な書類を用いて審査が行われてい
るものがありました。

補助事業の実績報告の審査については、法令等に基づき適正に行ってくださ
い。

対象部署等 共生社会部福祉共生室障害福祉課

対 象 事 項 補助事業の実績報告の審査について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 14



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

事務経理簿において適切に記載し管理を行うよう改善します。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所管課は、文書の配付を受けた

ときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記載して
所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならない。この場合において、
所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっては、その指示事項を記
入するものとする。」と規定されているところ、事務経理簿に記載されていない
ものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

【今回における指摘事項】
　事務経理簿において、一部記載されていないものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室人権共生推進課

対 象 事 項 事務経理簿について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 15



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 16

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

　文書処理にあたっては、三田市文書取扱規程を遵守し適正に処理します。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所管課は、文書の配付を受けた

ときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記載して
所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならない。この場合において、
所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっては、その指示事項を記
入するものとする。」と規定されているところ、事務経理簿に記載されていない
ものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

【今回における指摘事項】
　事務経理簿において、一部記載されていないものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室障害福祉課

対 象 事 項 事務経理簿について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 17

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

事務経理簿等において適切に記載し管理を行うよう改善をしました。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所管課は、文書の配付を受けた

ときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記載して
所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならない。この場合において、
所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっては、その指示事項を記
入するものとする。」と規定されているところ、事務経理簿に記載されていない
ものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

【今回における指摘事項】
　事務経理簿等において、一部記載されていないものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室介護保険課

対 象 事 項 事務経理簿について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合する等適切に管理
します。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所管課長は、当該所管課の文書

について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度そ
の他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当
課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以
下この条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定され
ているところ、文書が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載されていな
いもの、文書分類表と齟齬が生じているものがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適切に管理してください。

【今回における指摘事項】
文書が存在しているにもかかわらず、文書分類表に登載されていないもの、文

書分類表と齟齬が生じているものがありました。
文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合

する等適切に管理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室地域福祉課

対 象 事 項 文書の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 18



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

文書の管理については、日頃から整理整頓を行い、定期的に文書分類表と照合す
るとともに適正な管理をするよう改善しました。

指 摘 内 容

【令和２年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第４５条第１項において「所管課長は、保存期間が満了し

た文書は毎年４月３０日までに廃棄文書目録を作成し、文書担当課長に提出する
とともに、毎年５月３１日までに当該文書を廃棄しなければならない。」と規定
されているところ、文書が廃棄されていないにもかかわらず、廃棄文書目録に登
載されているものがありました。

文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等するとと
もに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適切に管理
してください。

【今回における指摘事項】
文書が存在しているにもかかわらず、文書分類表に登載されていないものがあ

りました。
文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合

する等適切に管理してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室介護保険課

対 象 事 項 廃棄文書目録について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 19



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 20

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

事務の内容を見直し、延滞金減免にかかる決定（承認）について通知するよう改
善しました。

指 摘 内 容

三田市介護保険条例第12条第3項において「市長は、納付義務者が納期限まで
に納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合において、
第1項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。」と規定され、同条に
基づき延滞金額の減免の決定が行われているものの、納付義務者に対して減免の
決定を証する通知が行われていないものがありました。

延滞金額の減免に係る事務手続きについては、法令等に基づき適切に行うとと
もに、納付義務者に対して通知を行ってください。

対象部署等 共生社会部健康共生室介護保険課

対 象 事 項 延滞金の減免に係る手続きについて

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 21

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

仕様書に規定されている提出書類について、報告期限が守られるよう指導を行
うとともに、適切に処理が行えるよう改善に取り組みます。

指 摘 内 容

業務委託に係る仕様書において毎月終了後１０日以内に提出が規定されている
報告書について、提出が遅延しているものがありました。
　仕様書等で規定されている書類については、適正に徴取してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室障害福祉課

対 象 事 項 仕様書等で規定された書類の徴取について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

今後は仕様書等で規定されている書類については、適正に徴取します。

指 摘 内 容

仕様書において、業務完了時に提出することとされている写真が徴取されてい
ないにもかかわらず、事務処理が行われているものがありました。
　仕様書等で規定されている書類については、適正に徴取してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室公園みどり課

対 象 事 項 仕様書等で規定された書類の徴取について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 22



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

備品及び消耗品取扱基準６（２）に基づき消耗品の支払いに当たっては消耗品購
入伺い兼取得簿の内容を確認し決定するよう事務を改善します。

指 摘 内 容

備品及び消耗品取扱基準５（２）において「５万円未満の消耗品を購入するに
当たっては、消耗品購入伺いにより所属長が認めた係長等が、その是非を決定す
る。」、同基準６（２）において「決裁権者は、消耗品の支払いに当たっては消
耗品購入伺い兼取得簿の内容を、確認し決定する。」と規定されているところ、
係長等による購入決定が行われていないにもかかわらず支出されているもの、予
定金額を超えているにもかかわらず支出されているものがありました。

消耗品の購入・支払いに係る手続については、法令等に基づき適正に行ってく
ださい。

対象部署等 共生社会部福祉共生室人権共生推進課

対 象 事 項 消耗品の購入・支払いに係る手続について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 23



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

消耗品の購入・支払いにあたっては、備品及び消耗品取扱基準の規定に基づき適
正な手続きを行うよう、課内で共有するとともに、管理監督職が必ず２重チェッ
クをする体制に改善し、適正な事務執行を行います。

指 摘 内 容

備品及び消耗品取扱基準５（２）において「５万円未満の消耗品を購入するに
当たっては、消耗品購入伺いにより所属長が認めた係長等が、その是非を決定す
る。」、同基準６（２）において「決裁権者は、消耗品の支払いに当たっては消
耗品購入伺い兼取得簿の内容を、確認し決定する。」と規定されているところ、
係長等による購入決定がないにもかかわらず支出されているもの、支出決定時に
おける決裁権者の確認がされているのか確認できないものがありました。

消耗品の購入・支払いに係る手続については、法令等に基づき適正に行ってく
ださい。

対象部署等 共生社会部健康共生室健康増進課

対 象 事 項 消耗品の購入・支払いに係る手続について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 24



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

年度末の消耗品の購入・支払いに係る手続については、地方自治法施行令に基づ
き適正な年度で事務処理を行うよう課内で徹底し、再発防止に努めます。

指 摘 内 容

歳出の会計所属年度は、地方自治法施行令第１４３条第１項第４号において、
物品購入費等の類で相手方の行為の完了があった後支出されるものは、当該行為
の履行があった日の属する年度とされているところ、消耗品購入に係る納入日が
令和４年度であるにもかかわらず、発注した日の属する令和３年度で支出されて
いるものがありました。

消耗品の購入・支払いに係る手続については、法令等に基づき適正に行ってく
ださい。

対象部署等 まちの再生部地域整備室道路河川課

対 象 事 項 予算の執行について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 25



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

公用車の管理について、法令等に基づき適切に管理を行いました。（R4年度：法
定点検実施済）

指 摘 内 容

公用車については、道路運送車両法第４８条において定める定期点検整備を行
わなければならないとされているところ、同法に定める定期点検整備が行われて
いないものがありました。
　公用車の管理については、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 共生社会部健康共生室介護保険課

対 象 事 項 公用車の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 26



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

自動車使用実績簿について、運転日誌から転記を行う際に記載漏れ等が生じない
よう再確認を徹底します。

指 摘 内 容

庁用自動車取扱規程第１０条において「課長等は、各車両ごとに自動車使用実
績簿を作成して使用状況を記録し、毎月10日までに前月分の使用状況を管財担当
課長に報告しなければならない。」と規定されているところ、自動車使用実績簿
は作成されているものの、給油実績があるにもかかわらず記載されていないもの
がありました。
　公用車の管理については、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 共生社会部健康共生室健康増進課

対 象 事 項 自動車使用実績簿について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 27



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 28

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

備品の寄附受入に係る手続きについては、三田市会計事務規則第９８条に基づき
物品取得伺書で寄付受入を行うよう事務を改善します。

指 摘 内 容

備品等を寄附により取得しようとするときは、三田市会計事務規則第９８条に
より物品取得伺書により決定しなければならないとされているところ、所定の手
続きが行われないまま取得しているものがありました。

備品等の寄附受入等に係る手続きについては、法令等に基づき適正に行ってく
ださい。

対象部署等 共生社会部福祉共生室人権共生推進課

対 象 事 項 備品等の寄附受入等に係る手続きについて

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

備品の寄附については、物品寄附の収受に係る事務手続きを確実に行い、適切
に管理が行えるよう改善に取り組みます。

また、備品台帳に登録されている物品のうち、備品としての要件を満たしてい
ないものについては台帳から削除し適正に備品管理を行いました。

指 摘 内 容

備品等を寄附により取得するときは、三田市会計事務規則第９８条により会計
管理者に通知しなければならないとされているところ、寄附を受けたにもかかわ
らず、会計管理者への通知がされておらず、また、三田市事務処理規則別表第２
において定められた専決者以外の者の専決を経て寄附を受けているものがありま
した。

さらに、備品及び消耗品取扱基準において備品の定義が定められているとこ
ろ、備品としての要件を満たさないにもかかわらず備品として備品台帳に登録し
ているものがありました。

備品等の寄附受入等に係る手続きについては、法令等に基づき適正に行ってく
ださい。

対象部署等 共生社会部福祉共生室障害福祉課

対 象 事 項 備品等の寄附受入等に係る手続きについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 29



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 30

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

備品台帳について、台帳と備品を定期的に確認するとともに、管理替等の際は、
マニュアルに基づき適正に事務処理を行います。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員
において備品台帳を備付け、物品の保管状況を明らかにしなければならない。」
と規定されているところ、他部署へ管理換えされ現存しないにもかかわらず、備
品台帳に登載されているものがありました。
　備品の管理については、備品台帳と備品を定期的に照合してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室介護保険課

対 象 事 項 備品の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

・指摘の備品については、過去に使用不可となり、その時点で廃棄手続きを行う
べきであった。今回、廃棄手続きを行い備品台帳から削除を行った。
今後は、備品の管理については定期的に照合します。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員
において備品台帳を備付け、物品の保管状況を明らかにしなければならない。」
と規定されているところ、備品台帳に登載されているにもかかわらず、現存しな
いものがありました。
　備品の管理については、備品台帳と備品を定期的に照合してください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室都市政策課

対 象 事 項 備品の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 31



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 32

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

備品貸付を含む契約におけるチェックリストを作成する等、法令等に基づき適
正管理できるよう改善に努めます。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第１０６条第５項において、備品を貸し付ける場合は借用
証書を徴収しなければならないとされているところ、借用証書を徴収することな
く貸付けされているものがありました。
　備品の貸付けについては、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室交通まちづくり課

対 象 事 項 備品の貸付けについて

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

指定管理業務の月次報告書については、提出日（受理日）を記載し、協定書等
で指定された日までに提出されているのか判別できるように改善をおこなった。

四半期報告書等、仕様書等で徴取が規定された書類の提出が遅延しているもの
については、適正に提出がなされるよう指定管理者に指導を行った。

指 摘 内 容

協定書等において提出が規定されている月次報告書について、提出日の記載が
ないことから、協定書等で指定された日までに提出されているのか判別できない
ものがありました。

さらに、協定書等において提出が規定されている四半期報告書について、提出
が遅延しているものがありました。

仕様書等で徴取が規定された書類の提出が遅延しているものについては、適正
に提出がなされるよう適切に指導してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室道路河川課

対 象 事 項 協定書等について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 33



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

図書カードの管理については、毎月末及び年度末に出納員による在庫確認を行う
よう適正に管理します。

指 摘 内 容

切手等の管理については、備品及び消耗品取扱基準４（２）により、毎月末及
び年度末に出納員による在庫確認を行うこととされているところ、出納員による
在庫確認がなされたのか確認できないものがありました。
　切手等の管理については、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室人権共生推進課

対 象 事 項 切手等の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 34



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 35

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

出納員による在庫確認は行っていたものの記載漏れであったため、法令等に基づ
き、追記等の修正を行いました。

指 摘 内 容

切手等の管理については、備品及び消耗品取扱基準４（２）により、毎月末及
び年度末に出納員による在庫確認を行うこととされているところ、出納員による
在庫確認がなされたのか確認できないものがありました。
　切手等の管理については、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室審査指導課

対 象 事 項 切手等の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 36

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

・現金取扱チェックシートにおいて、確認（押印）がされていなかった箇所につ
いては是正を行った。今後は、適正に管理を行います。

指 摘 内 容

収納金の取扱いについては、現金取扱基準により各所属において現金取扱
チェックシート等を作成・運用するとともに、所属長等の確認を行うこととされ
ているところ、所属長等による確認がされていないものがありました。
　収納金の取扱いについては、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室都市政策課

対 象 事 項 収納金の取扱いについて

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 37

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

準公金等の管理について、整備されていなかった出納簿、収入伝票を整備し
た。今後、出納に係る書類の整備が遅れることのないよう努めます。

指 摘 内 容

任意団体の事務局を行っている部署において、当該団体の運営資金である準公
金等の管理について、一部収入・支出に係る事務手続きに関する書類が整備され
ていないものがありました。
　準公金等の管理については、出納に係る書類を整備してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室道路河川課

対 象 事 項 準公金等の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 38

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

電磁的記録媒体については、記録媒体管理簿に登載しました。今後は、適正に
管理します。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
　電磁的記録媒体については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室地域福祉課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 39

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

ご指摘のありました電磁的記録媒体について、直ちに記録媒体管理簿に登載しま
した。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
　電磁的記録媒体については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室暮らしの安心課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 40

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

ご指摘の電磁的記録媒体については、記録媒体管理簿に記載しました。引き続
き、法令等に基づき適正に管理するよう努めます。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
　電磁的記録媒体については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室障害福祉課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

保存する電磁的記録媒体について、記録媒体管理簿へ登載しました。今後も、電
磁的記録媒体管理に関する留意事項等を課内で周知し、管理を徹底していきま
す。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
　電磁的記録媒体については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室健康増進課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 41



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 42

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

電磁的記録媒体管理に関する留意事項を確認し、記録媒体管理簿に登載されてい
ないものを追加登載するとともに、当該留意事項について課員に周知しました。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
　電磁的記録媒体については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室審査指導課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 43

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

電磁的記録媒体の管理について、記録媒体管理簿に記載し、適正に管理していく
ことを徹底します。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
　電磁的記録媒体については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室用地対策課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 44

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

記録媒体管理簿の誤記載の訂正を行いました。
今後は、電磁的記録媒体について法令等に基づき適正に管理を行います。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、現存する記録媒体に
関する必要事項の一部において記載を誤っているものがありました。
　電磁的記録媒体については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室道路河川課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

電磁的記録媒体の受渡しに際しては、電磁的記録媒体管理に関する留意事項に基
づき適正な手続きを行うよう、課内で共有するとともに、管理監督職が必ず２重
チェックをする体制に改善し、適正な事務執行を行います。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体の受渡しに際
しては、記録媒体受渡し等管理簿を作成し管理することとされているところ、記
録媒体の受渡し時において所属長が承認しているのか確認できないもの、所属長
と異なる者が承認しているものがありました。

電磁的記録媒体の受渡しについては、法令等に基づき適正に管理してくださ
い。

対象部署等 共生社会部健康共生室健康増進課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の受渡しについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 45
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

電磁的記録媒体の受渡しに際しては、電磁的記録媒体管理に関する留意事項に基
づき適正な手続きを行うよう、課内で共有するとともに、管理監督職が必ず２重
チェックをする体制に改善し、適正な事務執行を行います。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体の受渡しに際
しては、記録媒体受渡し等管理簿を作成し管理することとされているところ、当
該管理簿に記載のないまま記録媒体の受渡しが行われているものがありました。

電磁的記録媒体の受渡しについては、法令等に基づき適正に管理してくださ
い。

対象部署等 共生社会部健康共生室健康増進課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の受渡しについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 46



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

電磁的記録媒体の受渡しについて、記録媒体受渡し等管理簿を作成し、適正に管
理していくことを徹底します。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体の受渡しに際
しては、記録媒体受渡し等管理簿を作成し管理することとされているところ、記
録媒体の受渡しの実態があるにもかかわらず、当該管理簿が備付けられていませ
んでした。

電磁的記録媒体の受渡しについては、法令等に基づき適正に管理してくださ
い。

対象部署等 まちの再生部地域整備室用地対策課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の受渡しについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 47



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 48

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

個人情報の取扱事務の廃止について所要の手続きを行いました。今後、個人情報
保護条例第６条に基づき、個人情報の取扱事務については、法令等に基づき適正
に管理します。

指 摘 内 容

三田市個人情報保護条例第６条において、個人情報の取扱事務を開始、変更又
は廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならないとされているとこ
ろ、個人情報の取扱事務が廃止されているにもかかわらず、所要の手続きがされ
ていないものがありました。
　個人情報取扱事務については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室人権共生推進課

対 象 事 項 個人情報取扱事務届出書について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

指摘のあったものについて、個人情報取扱事務の届出をしました。

指 摘 内 容

三田市個人情報保護条例第６条において、個人情報の取扱事務を開始、変更又
は廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならないとされているとこ
ろ、新たに個人情報の取扱事務が開始されているにもかかわらず、届出がされて
いないものがありました。
　個人情報取扱事務については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室いきいき高齢者支援課

対 象 事 項 個人情報取扱事務届出書について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 49



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 50

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

指摘のあった事務については、令和4年10月11日付けで個人情報取扱事務届出書
の修正を行いました。

指 摘 内 容

三田市個人情報保護条例第６条において、個人情報の取扱事務を開始、変更又
は廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならないとされているとこ
ろ、新たに個人情報の取扱事務が開始されているにもかかわらず、届出がされて
いないものがありました。
　個人情報取扱事務については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室健康増進課

対 象 事 項 個人情報取扱事務届出書について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 51

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

審査指導課出納員の金銭収納事務について検討した結果、現在においても当該事
務が行われる可能性があるため、今後も管守する必要があります。

指 摘 内 容

三田市出納員之印（審査指導課）については、審査指導課出納員の金銭収納事
務用として管守されているものの、近年使用実績がありませんでした。

公印については、使用状況や今後の使用頻度等を精査し、必要に応じて廃止等
の検討を行ってください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室審査指導課

対 象 事 項 専用公印について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 52

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

専用公印の使用区分について、法令等に基づき担当者と確認者でチェックし、適
正に処理を行います。

指 摘 内 容

三田市公印規則第４条及び別表第２において、公印（職印）の使用区分が定め
られているところ、その使用区分を超えた目的で使用されているものがありまし
た。
　公印の使用については、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室用地対策課

対 象 事 項 専用公印について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 53

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

指定管理業務の月次報告書について、所属長による受付処理の様式を作成し、届
出書について課長等の承認行為の有無の確認が取れるように改善を行った。

指 摘 内 容

三田市事務処理規則別表第２中「一般的業務」の項において「９ 専決事項＿
指令、通達、通知、照会、調査、報告、回答、届出、申請、申告、催告、経由、
副申等の決定及びこれらの受理並びに処理（一般的なもの）＿課長等」と規定さ
れているところ、届出書について課長等の承認行為がないものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室道路河川課

対 象 事 項 文書の収受について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 54

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

資金前渡の事務処理について、法令等に基づき精算が完了した後、資金前渡を受
けるよう改善しました。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第４５条第５項において、資金前渡を受けた場合、精算が
終わっていない者は、特別の理由のある場合を除いて、重ねて資金前渡を受ける
ことはできないとされているところ、特別の理由がないにもかかわらず、重ねて
資金前渡を受けているものがありました。

資金前渡に係る事務手続きについては、法令等に基づき適正に行ってくださ
い。

対象部署等 共生社会部健康共生室介護保険課

対 象 事 項 資金前渡について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

・今後は、規則を遵守し適正な管理に努めます。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第４５条第１項第１号において、前渡資金は、その支払完
了後５日以内に精算書を作成し、精算しなければならないとされているところ、
遅延しているものがありました。

資金前渡に係る事務手続きについては、法令等に基づき適正に行ってくださ
い。

対象部署等 まちの再生部都市政策室都市政策課

対 象 事 項 資金前渡について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 55



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

資金前渡に係る事務手続きについて、法令等に基づき適正に行うよう課員に周知
しました。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第４５条第１項第１号において、前渡資金は、その支払完
了後５日以内に精算書を作成し、精算しなければならないとされているところ、
遅延しているものがありました。

資金前渡に係る事務手続きについては、法令等に基づき適正に行ってくださ
い。

対象部署等 まちの再生部都市政策室審査指導課

対 象 事 項 資金前渡について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 56



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

資金前渡に係る事務手続きは、三田市会計事務規則に基づき適正に行うようにし
ます。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第４５条第１項第１号において、前渡資金は、その支払完
了後５日以内に精算書を作成し、精算しなければならないとされているところ、
遅延しているものがありました。

資金前渡に係る事務手続きについては、法令等に基づき適正に行ってくださ
い。

対象部署等 まちの再生部地域整備室公園みどり課

対 象 事 項 資金前渡について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 57
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 58

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

事務経理簿に記載する文書名に一部省略がありましたが、文書名を省略せず記載
するよう改善しました。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第３２条第１号において「発送文書は、事務経理簿に所要
事項を記載すること。」と規定されているところ、事務経理簿への記載はあるも
のの、記載に不備があるものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室暮らしの安心課

対 象 事 項 事務経理簿について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 59

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

文書については、受付決裁印を押印後、事務経理簿に記載し適切な処理を行って
います。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所管課は、文書(電磁的記録を
除く。)の配付を受けたときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理
簿に所要事項を記載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならな
い。この場合において、所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっ
ては、その指示事項を記入するものとする。」と規定されているところ、事務経
理簿に記載されていないものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室いきいき高齢者支援課

対 象 事 項 事務経理簿について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

行政財産使用に係る申請に対する許可については、今年度から指令番号を採番し
改善しています。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１３条第７号において「指令を令達する場合は、文書整
理記号と番号の間に指令を加え、番号は事務経理簿により会計年度による一連番
号を付すること。」、公示令達に関する規則第２条第８号において「指令 個人
又は法人の申請、願、伺等に対して処分するもの」と規定されているところ、行
政財産使用に係る申請に対して処分（＝許可）を行うに際し、指令番号が付され
ていないものがありました。
　指令番号については、法令等に基づき適正に記載してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室都市整備課

対 象 事 項 指令番号について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 60
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 61

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

改善措置通知に基づき、事務経理簿に指令番号処理簿を備え付け、適正に処理を
行っている。

指 摘 内 容

補助金等交付に関する手引において「交付又は不交付のいずれを決定する場合
にあっても、行政処分たる性質を有するものであるため、決裁手続きを終えた段
階で各課備付けの事務経理簿(指令番号処理票)に所定事項を登録し、補助金等交
付決定通知書又は補助金等不交付決定書に指令番号などを記載のうえ、申請者に
通知しなければならない。」とされているところ、指令番号が付されておらず、
さらに、指令を令達する際に用いる事務経理簿が備付けられていませんでした。

補助事業における指令番号については、法令等に基づき適正に記載してくださ
い。

対象部署等 共生社会部健康共生室国保医療課

対 象 事 項 補助事業における指令番号について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 62

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

・補助事業の補助金等交付決定通知書等については、事務経理簿の指令番号によ
り通知するよう適正に処理するよう徹底します。

指 摘 内 容

補助金等交付に関する手引において「交付又は不交付のいずれを決定する場合
にあっても、行政処分たる性質を有するものであるため、決裁手続きを終えた段
階で各課備付けの事務経理簿(指令番号処理票)に所定事項を登録し、補助金等交
付決定通知書又は補助金等不交付決定書に指令番号などを記載のうえ、申請者に
通知しなければならない。」とされているところ、これによらない番号を付して
事務処理されているものがありました。

補助事業における指令番号については、法令等に基づき適正に記載してくださ
い。

対象部署等 まちの再生部都市政策室都市政策課

対 象 事 項 補助事業における指令番号について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 63

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

文書分類表について、文書の保存期間は規定のとおりに表記を改めました。今
後は、適正に処理します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程別表第２により文書については保存期間が規定されている
ところ、保存期間が誤っているものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室地域福祉課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 64

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

文書分類表の保存期間について、三田市文書取扱規程別表第２に基づき保存期間
の修正を行いました。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程別表第２により文書については保存期間が規定されている
ところ、保存期間が誤っているものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室介護保険課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

文書取扱規程について、定期的な確認をすることで、保存期間の確認をするこ
とで法令等に基づき適正に処理できるよう改善に努めます。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程別表第２により文書については保存期間が規定されている
ところ、保存期間が誤っているものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室交通まちづくり課

対 象 事 項 文書分類表について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 65



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 66

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

廃棄文書目録の保存期間を５年から１０年に修正しました。
文書については、三田市文書取扱規程の規定に基づき適正な保存期間を設定しま
す。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程別表第２により文書については保存期間が規定されている
ところ、保存期間が誤っているものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室道路河川課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

文書分類表について、法令等に基づき保存期間を複数職員で確認し、適正に管理
していくことを徹底します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程別表第２により文書については保存期間が規定されている
ところ、保存期間が誤っているものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に処理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室用地対策課

対 象 事 項 文書分類表について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 67
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 68

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

ご指摘の文書については、速やかに文書分類表に登載しました。引き続き、文
書については日頃から整理整頓を心がけるとともに、定期的に文書分類表と照合
することにより適正な文書管理を行います。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」とされていると
ころ、文書が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載されていないものが
ありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室障害福祉課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

指摘の文書については、文書分類表の修正を行いました。今後、定期的に文書分
類表と照合し、訂正な文書管理に努めます。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」とされていると
ころ、文書が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載されていないものが
ありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室健康増進課

対 象 事 項 文書分類表について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 69



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

文書分類表に未登載であった運転日誌を登載しました。
文書については、定期的に文書分類表と照合し適正に管理を行います。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」とされていると
ころ、文書が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載されていないものが
ありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室道路河川課

対 象 事 項 文書分類表について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 70



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 71

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」とされていると
ころ、文書が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載されていないものが
ありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室公園みどり課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

保存期間の見直しを行います。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程別表第２により、文書については保存期間が規定されてい
るところ、適切に設定されてないものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室公園みどり課

対 象 事 項 文書分類表について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 72



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 73

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

文書の管理については、日頃から整理整頓を行い、定期的に文書分類表と照合す
るとともに適正な管理をするよう改善しました。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定されてい
るところ、存在しない文書が文書分類表に登載されているものがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部健康共生室介護保険課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 74

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

・指摘の文書については、過去に保存年限が過ぎ、その時点で文書分類表から削
除すべきところであった。今回、文書分類表から削除し、今後は、定期的に文書
分類表と照合を行い適正な管理に努めます。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定されてい
るところ、存在しない文書が文書分類表に登載されているものがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室都市政策課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 75

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

・年度別に表記されていたファイル名について、実態に合わせ合冊表記に修正し
た。今後は、定期的に文書分類表と照合するよう適正に管理します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定されてい
るところ、個別に文書分類表に登載されているものの、実態は合冊されているも
のがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室都市政策課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 76

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

三田市文書取扱規程に基づき、文書の編集及び分類等を行い、文書分類表を再精
査し適正な管理としました。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定されてい
るところ、個別に文書分類表に登載されているものの、実態は合冊されているも
のがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室審査指導課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

ご指摘のありました内容については、直ちに修正いたしました。今後は、定期的
に文書分類表と照合する等、適正な事務処理を行います。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定されてい
るところ、個別に文書分類表に登載されているものの、実態は合冊されているも
のがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室都市整備課

対 象 事 項 文書分類表について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 77



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 78

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

文書について日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程別表第２により文書については保存期間が規定されている
ところ、保存期間は適切に設定されているものの、期間満了年度の記載に誤りが
あるものがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室公園みどり課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 79

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

文書分類表については整理をしました。今後、文書については日頃から整理整頓
を行うとともに定期的に文書分類表と照合する等適正に管理します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定されてい
るところ、保存期間が満了しているにもかかわらず文書分類表に登載されている
ものがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室人権共生推進課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

日頃から整理整頓に務めるとともに、定期的な確認作業により適切に文書管理で
きるよう改善に努めます。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定されてい
るところ、保存期間が満了しているにもかかわらず文書分類表に登載されている
ものがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室交通まちづくり課

対 象 事 項 文書分類表について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 80
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

ご指摘のありました内容については、直ちに修正いたしました。今後は、定期的
に文書分類表と照合する等、適正な事務処理を行います。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条において「所管課長は、当該所管課の文書につい
て５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必
要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当課長
（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含む。以下こ
の条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定されてい
るところ、保存期間が満了しているにもかかわらず文書分類表に登載されている
ものがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室都市整備課

対 象 事 項 文書分類表について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 81
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

廃棄文書目録について、保存期間の確認を徹底するとともに文書分類表と廃棄文
書目録を照合する等適正に管理していきます。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４５条において「所管課長は、保存期間が満了した文書
を毎年４月３０日までに廃棄文書目録を作成し、文書担当課長に提出するととも
に、毎年５月３１日までに当該文書を廃棄しなければならない。」と規定されて
いるところ、保存期間が満了していないにもかかわらず廃棄文書目録に登載され
ているものがありました。

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室用地対策課

対 象 事 項 廃棄文書目録について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 82
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

廃棄文書目録の保存期間を５年から１０年に修正しました。
文書については、三田市文書取扱規程の規定に基づき適正に保存します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１０条において、所管課に廃棄文書目録を置くこととさ
れ、また、その保存期間は別表第２により１０年と規定されているところ、保存
されていない年度のものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に保存してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室道路河川課

対 象 事 項 廃棄文書目録について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 83
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

廃棄文書目録について、保存期間の確認を徹底するとともに文書分類表と廃棄文
書目録を照合する等適正に管理していきます。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１０条において、所管課に廃棄文書目録を置くこととさ
れ、また、その保存期間は別表第２により１０年と規定されているところ、保存
されていない年度のものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に保存してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室用地対策課

対 象 事 項 廃棄文書目録について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 84
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 85

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

今後は三田市文書取扱規程に基づき文書の保存を行います。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１０条において、所管課に廃棄文書目録を置くこととさ
れ、また、その保存期間は別表第２により１０年と規定されているところ、保存
されていない年度のものがありました。
　文書については、法令等に基づき適正に保存してください。

対象部署等 まちの再生部地域整備室公園みどり課

対 象 事 項 廃棄文書目録について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 86

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

専決者である部長に承認印をとりました。

指 摘 内 容

職員の行政事務マニュアルにおいて、附属機関の委員に対し出張を依頼するに
当たっては、旅行命令簿に記載するとともに、部長等がその専決者とされている
ところ、これによらない専決者による旅行命令がなされているものがありまし
た。
　旅行命令に係る手続きについては、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 共生社会部健康共生室いきいき高齢者支援課

対 象 事 項 旅行命令について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

三田市職員服務規程第６条第１項に基づき旅行命令に係る手続きについては、出
張命令後速やかに復命するように事務を改善します。

指 摘 内 容

三田市職員服務規程第６条第１項において「職員は、出張を命じられ、当該用
務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書を所属長に提出しなければならな
い。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。」と規定さ
れているところ、出張したにもかかわらず復命されていないものがありました。
　旅行命令に係る手続きについては、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 共生社会部福祉共生室人権共生推進課

対 象 事 項 旅行命令について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 87
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

簡易復命など旅行命令に係る手続きを課内で再確認し、三田市職員服務規程に基
づき、適正な処理に努めます。

指 摘 内 容

三田市職員服務規程第６条第１項において「職員は、出張を命じられ、当該用
務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書を所属長に提出しなければならな
い。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。」と規定さ
れているところ、出張したにもかかわらず復命されていないものがありました。
　旅行命令に係る手続きについては、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 共生社会部健康共生室健康増進課

対 象 事 項 旅行命令について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 88
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 4 年 10 月 31 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 4 年 10 月 18 日 改善措置通知

改善措置内容

・今後は、旅行命令に係る手続きについては、法令に基づき適正に管理します。

指 摘 内 容

職員等の旅費に関する条例第４条第４項において「旅行命令権者は、旅行命令
等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命
令簿等」という。）に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示
して行わなければならない。」と規定されているところ、旅行命令がないにも関
わらず、復命されているものがありました。
　旅行命令に係る手続きについては、法令等に基づき適正に行ってください。

対象部署等 まちの再生部都市政策室都市政策課

対 象 事 項 旅行命令について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 4 年 9 月 30 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和4年度定期監査その1

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

4 89


